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広報委員会では会報の内容充実、並びに会員
から読みやすく親しみのある紙面づくりを目指
し、種々検討を重ねているところであります
が、この度、会員がどのような記事に興味を持
ち、今後会報に何を望まれているのか意見を伺
い、今後の会報のあり方を検討するうえで参考
にさせていただくため、会報のモニタリングを
お願いいたしました。

モニターの選考につきましては、地区医師会
へ推薦を依頼いたしました。推薦をお願いする
にあたり、世代間の比較を行うため、40代以下
と50代以上の先生を各1名の推薦をお願いしま
したところ、40代以下10名、50代以上12名、
計22名の先生方にモニターの承諾をいただきま
した。

モニターの先生方へは、本年1月から6月ま
での会報について、

1．今月号で読んだ記事はどれですか。
（複数回答可）

2．1 でご回答いただいた記事の中で、興味
深かった、良かった、面白かった等の記事
がありましたら、ご感想をご記入くださ
い。（複数回答可）

3．会報についてご意見（今後の改善点、工
夫して欲しい点等）をお書きください

以上、3点の質問を毎月させていただきまし
たが、その結果を集約し報告いたします。

アンケート回収率は83％で、世代別に見る
と40代以下が88％、50代以上が79％となっ
ており、50代以上のモニターからのアンケート
回収率は、40代以下と比べて若干低くなって
おりますが、会報記事の読了報告件数725件の

内訳では、40 代以下は 311 件、50 代以上は
414件（全体の57％）と、50代以上の方々が
多くの記事に目を通しておられる傾向が窺われ
ます。

次に、モニターの先生方から様々な意見をい
ただきましたので、その中から主なものを列挙
致します。
○産業医研修会の案内で、参加申込みの締め切

り日が既に過ぎてしまっていることがある。
○講演会の案内では、講演会当日受付で会費が

あること知り困ったことがあるので、会費の
有無についても記載して欲しい。また、現在

沖縄県医師会報に関するモニター調査結果について
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1ヶ月分の講演会の案内しか掲載されていな
いが、2～3ヶ月先の講演会でも日程が決ま
っておれば、予定を立て易いので早めに掲載
して欲しい。

○表紙写真は毎月楽しませてもらっているが、
写真の撮影状況（機種、レンズの種類等）
や写真提供者の顔写真があれば興味も倍増
する。

○医師会館の会議室を勉強会で使用させてもら
ったが、設備も整っていて、会場の広さも適
度で非常に素晴らしいと思った。このような
施設を是非たくさんの会員の方にも利用して
いただけたら良いと思うので、医師会館会議
室の宣伝をしてはどうか。

○現在の会報は、県医師会からの情報提供とい
う一方通行になっているので、医師個人から
の質問や提案というようなコーナーを設けて
はどうか。

○研修医自体が、主体的に研修制度について取
り組む必要があると思うので、研修医の声を
病院ごとにまとめて記事にすると良い。

○年間で推奨記事一覧を作成し、重要な記事
は再度読んでもらうような工夫をしてはど
うか。

○報告記事はもっと簡単でよい気がする。
○随筆などの「おもしろ系」が少ないようにみ

える。
○毎月の発行は多すぎると感じることがある。
○コーナーの順番を変えてはどうか。例えば診

療科ごと、或いは医師会活動ごとに関連記事
をまとめる等。

○病診連携が始まっているが、各病院の特徴、
各科の専門領域がいまひとつ明らかでない。
各病院の各科の専門性をアピールするコーナ
ーを設けてはどうか。

○医師自身の闘病記や実体験が書かれた記事が
あれば面白い。例えば禁煙外来を持つヘビー
スモーカードクターのストレスと喫煙、肥満
ドクターの患者教育の実態等、

○新型インフルエンザが国内発生し、当院でも
発生した際は、対応に困ることが予想され

る。早めに医師会報で注意喚起や開業医の先
生への対応法を感染症専門家や保健所から提
言してはいかがか。

以上の様な貴重なご意見を沢山頂きました。
心から感謝申し上げます。早速、頂いたご意見
の中から対応可能な事項を検討し、次のとおり
改善いたしております。
○産業医研修会の案内については、2週間前の

締め切りを考慮して早めに掲載する。（4月号
より）

○講演会・例会については、2ヶ月先までの情
報を記載（7月号より）すると共に、会費の
要る講演会については、その旨を記載するこ
ととした。（9月号より）

○表紙写真提供者の顔写真を掲載。（5月号より）
○沖縄県医師会館の利用について案内を掲載

し、フロアガイド（各会議室の収容人数等）、
アクセス等を掲載した。（6月号より）

○会報と会員の先生方との意志疎通を図るため
に、「読後感」コーナーを設置する

なお、「マスコミとの懇談会」、「座談会」に
ついては、「重要な情報源であるが、紙面が長
く読みづらい」、「内容をオリジナルのまま掲載
すると冗長になりやすい。もう少し簡単でよ
い」というご意見がありました。又、会報発行
については、ネット配信で十分ではないか等の
ご意見も複数で頂きました。これらの件につい
て広報委員会で検討を行ったところ、広報委員
からも様々な意見が出されました。協議の結
果、座談会、懇談会等の紙面の長い記事は可能
な限り簡略に編集し、読み易くするよう努める
こと、また会報のネット配信化については時期
尚早であり、当面は現状通り紙媒体とホームペ
ージ掲載の併用で行くことにしました。

その他諸々のご意見についても、今後広報委
員会で具体的に検討を重ね、先生方のご意見に
添えるよう努めて行きたいと思います。

最後に、記事のカテゴリー別の読了件数の集
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計を供覧すると共に、モニターの先生方からい
ただいた感想を紹介致します。

「随筆」コーナー（新春干支随筆含む）につ
いては、読了件数が示すとおり、40 代以下、
50代以上の先生方どちらにも非常によく読ま
れています。「いろいろな分野の先生方の考え
方や経験、個性が前面に出て人柄が垣間見え
る」、「楽しく読める、興味深く読める」、「直接
面識のない先生方が多いので、自己紹介という
意味でもこのコーナーの価値はある」等の意見

がありました。
学術部門である「プライマリ・ケアコーナ

ー」、「生涯教育コーナー」については、毎月寄
せられる感想も多く、「専門外の知識を手軽に
吸収、獲得でき大変有用である」、「他科の疾患
については、このような機会がないと学ぶチャ
ンスがない」、「最新の臨床知識について学べ
る」等のご意見が寄せられました。一方、「あ
まり専門的過ぎずに、日常診療でよく遭遇する
ような疾患の解説が望ましい」という意見もあ
りました。両コーナーについては、会員からの
期待が大きいと強く再認識し、更なる充実を目
指したいと思います。

「インタビューコーナー」については、ゲス
トの方々の私生活や趣味なども書かれているの
で、普段の印象とは違った一面を垣間見ること
ができ、親しみが湧いて良いと好評であり、2
番目に多く読まれています。

「若手コーナー」については、「開業医の苦
労、喜びが語られ共感でき、若手の先生方の素
直な感想が聞ける」、「また研修病院ごとの指導
医・研修医から研修に対する思いが伝わる面
白い企画である」とのご意見をいただいており
ます。

「本の紹介コーナー」は、今年1月号より新
設したコーナーです。40代以下の先生方に人
気が高いようです。時宜を得た書籍の紹介は役
に立つとの意見や、ページ数増加の要望もあり
ました。会員の皆様からの「良き本」の紹介
を、どんどん受け付けたいと思います。

今回のモニタリングにご協力いただいた先生
方から、本当に多くの建設的な意見を寄せてい
ただきましたことに、広報委員一同深く感謝申
し上げます。皆様から寄せられた多数の熱心な
ご意見を通して、会報への信頼と期待を強く実
感することができ、我々広報委員一同の大きな
励みとなりました。今後も会員の先生方に満足
いただける会報作りに力を尽くしていきたいと
考えておりますので、より一層のご協力をお願
い申し上げます。

定期的な記事

非定期的な記事
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去る7月12日（日）、日本医師会館において
開催された標記協議会について、その概要を報
告する。

開　会
今村聡日本医師会常任理事の司会により会が

開かれた。

挨　拶
唐澤祥人日本医師会長（岩砂和雄日本医師副

会長代読）より、概ね以下の通り挨拶があった。
我が国のがん対策を総合的、計画的に推進し

ていくために平成19年4月に「がん対策基本
法」が施行され、6月に「がん対策推進基本計
画」が策定されたことはご高承のとおりである。

21年度の政府予算においては、がん検診事
業予算が昨年度から倍増され 1,298 億円とな
り、また、がん検診受診促進企業連携委託事業
として2億8,000万円が新たに予算化された。
さらに補正予算において、女性特有のがん検診
推進事業として検診手帳・検診無料クーポン券
の配布が実施されることになっている。

日本医師会においては、がん医療の一層の充
実を図るため、平成19年8月にがん対策推進
委員会をプロジェクト委員会として設置し、が
ん検診の在り方について答申をいただいてい
る。また緩和ケアについて全国の医師の意識調
査を実施するとともにマニュアルを作成した。
今期において、がん対策推進委員会を常設委員
会とすることとし、諮問「がん検診の今後のあ
り方。検診受診率向上と精度管理システム」に
ついてご討論いただいている。

このように、我が国のがん対策が、患者や家

族あるいは広く国民と医療従事者そして行政が
同じ方向を向いて動き出したこの時期に本協議
会が開催されることは極めて重要で有意義であ
ると考えている。この対策協議会の成果を踏ま
え、各地域におけるがん対策の更なる推進につ
いて今後とも引き続き先生方のご協力をお願い
したい。

基調講演
「わが国のがん対策－個人として、国として－」
垣添忠生（国立がんセンター名誉総長／

日本対がん協会会長）
国立がんセンター名誉総長・日本対がん協会

会長の垣添忠生先生より、「わが国のがん対
策－個人として、国として－」と題して講演が
行われた。

講演では、「がんとはどういう病気か？」、
「がんの予防と検診」、「がんの診断と治療」、
「人が生きるということ」、「わが国のがん対策」
と、大きく5つのテーマに分けて説明があった。

先ず始めに、『がんとはどういう病気か？』
として、「がんは、正常細胞が何らかの要因に
より“がん遺伝子の活性化”もしくは“がん抑
制遺伝子の不活化”が起こす細胞の病気であ
る」と説明があり、日本では、悪性新生物が
1970年後半から死因の第1位を占め、そのが
んの種類も、医療技術の向上や食の欧米化等に
併せ、胃がん、子宮がんは減少の傾向に、肺が
ん、大腸がん、乳がん、前立腺がんは増加の傾
向にあると報告され、「がんは時代とともにダ
イナミックな変貌を遂げている」と述べられ
た。また、がんは、長い時間経過を要する慢性
疾患であり、脳卒中や心筋梗塞とは全く違う病

平成21年度日本医師会がん対策推進協議会

常任理事　大山　朝賢
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気であることが強調された。
次いで、『がんの予防と検診』について説明が

あり、がんの一次予防として喫煙、食事、感染
症が対策上非常に重要であることが示され、う
ち喫煙と感染症対策についての見解が示された。

たばこ対策については、「たばこは、がんの
原因の30％を占めているが、たばこ事業法や
専売事業法による財政確保や産業振興という二
つの点から、なかなか対策が進まない状況であ
る」と意見され、当面の対策として、たばこ自
動販売機の撤去や1箱500円への引き上げ、た
ばこ農家の転作支援を講じるとともに、2009
年現在で男性 40 ％、女性 10 ％という喫煙率
を、男性20％以下への引き下げ、女性は若い
方への喫煙防止等の対策を行うべきとの見解が
述べられた。

感染症対策については、C型肝炎ウイルス、
ヘリコバクター・ピロリ菌、ヒトパピローマ・
ウイルス16・18型とがん発症の関係性につい
て説明があり、HCV、HBV感染と肝がんの関
係では、HBV が肝がんを発症する比率は
1/100人であるのに対し、HCVが肝がんを発
症する比率は10/100人となっていること、B
型肝炎ウイルスにはワクチンが有効であり、世
界のがん対策の中の重要項目として位置付けら
れていること、C型肝炎ウイルスはワクチン製
造が難しいため、当面はインターフェロン、リ
バビリン、AFPと肝エコーによるフォローア
ップ等が重要であること等が説明された。ヘリ
コバクター・ピロリ菌と胃がんの関係では、全
国51病院による多施設共同研究結果より、ピ
ロリ菌の除菌は二次胃がん発生を1/3化するこ
とが結果として示されており、現在、ピロリ菌
の除菌はがん予防としての保険適用は認められ
ていない点も含め、今後慎重な議論を行う必要
があると意見された。ヒトパピローマ・ウイル
スと子宮頚がんの関係では、12歳女児に対し
て子宮頚がんワクチンを接種した場合、子宮頚
がんによる死亡数を約73.2％減らすとした研
究データが示されていることから、ワクチン接
種と検診の合理的な組み合わせを今後検討しな

ければならないと意見された。
また、がんにならないための一次予防とし

て、「がんになるための10カ条」が示され、こ
れを反面教師とした各個人における生活習慣の
実践の重要性が改めて示された。

日本のがん検診の状況については、各がん検
診（胃がん、子宮がん、乳がん、肺がん、大腸
がん）の平均受診率が17％と非常に低い状況
であることが報告され、「がんは、私たちの身
体の中に、いつ発生したか分からないうちに発
生し進展する。初期のうちは無症状であるが、
この時期に介入することが大切である。がん死
を減らす上でがん検診の受診率を50％以上に
することが対策上重要であり国策として実施し
ていくべきである」と意見された。

『がんの診断と治療』についての説明では、
「患者は、肉体的にも、精神的にも、経済的に
も負担少なく、短期的に、美しく、しかも安全
に治して欲しいと望むが、がんの形態診断が精
緻になればなる程、別の問題も出てくる」と意
見され、一人の患者を中心とした外科医、放射
線治療医、化学療法専門家等のカンファランス
の重要性及び担当医を中心とした看護師、薬剤
師、ソーシャルワーカ等のチーム医療の重要性
が示された。

『人が生きるということ』についての説明で
は、「がんにならないことだけが人生の目的で
はないが、避けられる理不尽な死は避けたい」
と述べ、例え進行がんであっても、「患者さん
自身の心構えと医師の覚悟、この両方がマッチ
すると大きな成果が得られる」と意見され、治
療過程での患者さんへの励ましの重要性が述べ
られた。

最後に、『わが国のがん対策』として、平成
19 年4 月に施行された「がん対策基本法」並
びに「がん対策推進基本計画」の概要について
説明があり、「個人としてがんとどう向き合う
か、国としてどう対策を行うか、今後も議論を
重ねていきたい」と意見された。
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報　告
（1）行政の立場から
前田光哉（厚生労働省健康局総務課がん対策

推進室室長）
始めに、わが国におけるがんの状況として、

“がんは日本人の死亡原因の第1位”、“2008年
推計がん死亡者数343,000件、日本人の3人に
1人が、がんで死亡”、“がんの生涯リスクは日
本人男性2人に1人、女性3人に1人”、“継続
的な医療を受けているがん患者は142万人”等
の統計データが示され、わが国における、がん
の死亡数の推移、がんの年齢調整死亡率の推
移、主要ながんの年齢調整罹患・死亡率の変
動、がんの5年相対生存率等のデータについて
報告があった。

また、政府におけるがん対策の主な歩みとし
て、昭和37年の国立がんセンターの設置から、
直近の平成21年7月に設置された「がん検診
50％推進本部」までの経緯について説明があ
り、平成19年6月に策定された「がん対策推
進基本計画」では、「がんによる死亡者数の
20％減少」、「全てのがん患者・家族の苦痛の
軽減・療養生活の質の向上」の2つをがん対策
全体の目標に掲げ、対策の重点事項として、

「放射線療法・化学療法の推進、これらを専門
的に行う医師等の育成」、「治療の初期段階から
の緩和ケアの実施」、「がん登録の推進」の3項
目が様々な事業として取り組まれていると説明
があった。

がん対策に係る具体的な進捗状況について
は、がんによる死亡者の減少（75歳未満の年
齢調整死亡率の20％減少）については、平成
17年92.4％（100％）を基準に、平成19年現
在で88.5％（95.8％）。医療機関の整備につい
ては、原則として全国全ての2次医療圏におい
て概ね1か所程度拠点病院の設置を目標に、平
成20年現在で98.0％（351施設/358医療圏）
の達成率。がん医療に関する相談支援及び情報
提供については、原則として全国全ての2次医
療圏において相談支援センターを概ね1か所程
度整備を目標に、平成 20 年現在で 98.0 ％

（351施設/358医療圏）の達成率。がんの早期
発見については、効果的・効率的な受診間隔や
重点的に受診勧奨とすべき対象者を考慮しつつ
受診率を50％以上にすることを目標に、平成
19年度現在で、男性（胃32.5％、肺25.7％、
大腸27.5 ％）、女性（胃25.3 ％、肺21.1 ％、
大腸22.7％、子宮21.3％、乳20.3％）の達成
率であること等の報告があった。

次いで、がん対策推進基本計画に基づく国の
主な取り組みとして、厚労省では、平成21年
度がん対策予算案として、平成20年度とほぼ
同等の236.8億円を計上しているが、がん検診
に係る交付税措置は平成20年の649億円から
平成21年度は1,298億円とほぼ2倍を計上し
ており、特に女性の乳がん、子宮がんの検診に
は補正予算として216億円を計上していること
が報告された。また、がん検診受診率50％達
成に向けた集中キャンペーンとして、国・自治
体・企業・関係団体等が相互に連携・協力して
一体となった受診勧奨事業を積極的に展開する
予定であることが説明された。

（2）医師会の立場から
内田健夫（日本医師会常任理事）

内田常任理事より、「日本医師会では、平成
19年4月にがん対策基本法が施行されるなどに
より、より一層のがん対策推進が求められてい
ることから、平成19年度当初はプロジェクト
委員会として『がん対策推進委員会』を設置
し、緩和ケアについての全国の医師の意識調査
の実施及びマニュアルの企画作成を行うととも
に、がん検診のあり方について検討を行ってき
た。平成20年度より、がん対策推進委員会の
果たすべき役割の重要性に鑑み、がん対策推進
委員会を常設委員会とし、現在、がん検診の現
状、受診勧奨、がん検診に関する調査、受診率
向上の方策等について検討を行っている」と報
告があった。

次いで、日本医師会が今年4月から5月にか
けて実施した「がん検診に関するアンケート調
査」の中間集計として、厚労省が指針に示して
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いる5つのがん検診（胃がん、大腸がん、肺が
ん、乳がん、子宮がん）に係る、各郡市区医師
会の委託実施状況等について報告があった。報
告では、国のがん対策として「女性特有のがん
検診推進事業」の実施について方策を検討して
いる郡市区医師会は42（2.7％）、今後の検討
課題とした郡市区医師会は1,014（65.8 ％）、
無効・無回答が383（24.9％）となっているこ
と等が説明された。

なお、当調査については、集計が完了次第改
めて報告されることになっている。

質疑応答
佐賀県医師会：がん予防のためには、先ずがん
を知ることが大切である。「早期発見・早期治
療」がいかに大切かを、広く国民に理解してい
ただくことが重要と考える。

早期発見には定期検診を受診することが重要
となるため、がんに対する意識改革を換気する
広報を継続すべきである。

また、胃がん無料検診券、乳がん無料検診券
等々、無料のがん検診券を発行し、国民に配布
し、ある一定の期間内にかかりつけ医等に受診
してもらうようにしてはどうか。
厚生労働省：がんに関する普及啓発懇談会を昨
年10月に設置し、キャラクターやロゴを作成
し、集中キャンペーンを通じ啓発を行いたいと
考えている。

無料検診については、平成21年度の補正予

算事業として、乳がんと子宮頸がんを無料とし
た「女性特有のがん検診推進事業」を実施する。
日本医師会：かかりつけ医に患者さんが来た際
に、がん検診の勧奨を行う等、動機付けを行っ
ていただきたい。

無料クーポン券については、補正予算事業と
なっており来年度以降の予定は不明である。

長崎県：1．在宅医療の立場から（提案主旨省略）
厚生労働省：在宅医療については、まだまだ改
善の余地がある。在宅医療は大きな問題として
捉えている。住み慣れた地域における家庭や広
い意味での在宅での療養を行うための、がん医
療連携体制をつくることが重要である。4疾病
5事業の計画に基づく事業の展開を検討したい。

長崎県：2．がんに特化しない良性疾患にも適
応される緩和ケアの法整備のための「緩和ケア
小委員会立ち上げの提案」（提案主旨省略）
日本医師会：今年度の実施は難しい。次年度以
降検討したい。

長崎県：3．子宮頸がん検診に関する教育の充
実を（提案主旨省略）
厚生労働省：子宮頸がんの主な原因は性交渉が
上げられるため、学校での性教育の必要性等、
文科省も含め検討したい。また、ワクチンの接
種については認可された時点で積極的に取り組
みたい。
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印象記

常任理事　大山　朝賢

この協議会での基調講演は国立がんセンター名誉総長の垣添忠生先生であった。医師会や学術
集会で複数回ご講演を拝聴してきた。今回の一般医師向けの内容は「わが国のがん対策」を論じ
ながら、がん発生のしくみを基本的なところからひもとき、食生活さらには生活習慣病におよび、
又がんの為に数回の手術にたえ、社会で活躍されている方のレポートなど多彩であった。

行政の立場からは厚労省の前田光哉がん対策推進室長の報告があった。平成20年の報告では、
日本人の3人に1人ががんで死亡、生涯リスクでは日本人男性の2人に1人、女性の3人に1人が
がんになるといわれている。継続的な医療を受けているがん患者は142万人。平成19年度のがん
検診の受診率では男性の胃癌検診で32.5％、大腸癌は27.5％、肺癌25.7％であるのに対し、女
性では胃癌25.3％、大腸癌22.7％、肺癌21.1％、子宮癌21.3％、乳癌20.3％と低い値を示して
いる。平成20年度は特定検診が始まったこともあって、総じて、がん検診受診率は低下している
という。そこで厚労省は平成21年度がん対策予算案では平成20年度とほぼ同様の236.8億円で
あったが、がん検診に係る交付税措置は平成20年の649億円から平成21年度は1,298億円とほ
ぼ2倍になっている。特に女性の乳癌、子宮癌の検診には補正予算として216億円をつけている。
現在医師会ではこの補正予算に対応すべく、県福祉保健部と県医師会、地区医師会と協議して効
率的活用を計っている。

日本医師会がん対策推進委員会の報告は内田健夫常任理事から報告された。厚生労働省が指針
に示している5つのがん（胃癌・大腸癌・肺癌・乳癌・子宮癌）検診やその他のがん検診につい
て、平成21年度のアンケート調査の中間報告であった。
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平成21年7月4日（土）・5日（日）の2日
間に亘り、福岡市医師会主催によりホテルニュ
ーオータニ博多において、みだし協議会が開催
され約710名が参加した。

4日の第1日目は、施設長会、各部門管理者
会、基調講演が行われた後、3分科会が開催さ
れ、「医師会病院部門」、「検査・検診部門」、

「高齢社会事業部門」に分かれて、発表・討論
が行われので、概要について報告する。

基調講演　
演題「公益法人制度改革と共同利用施設につ

いて」日本医師会常任理事　今村　聡　
今村聡日本医師会常任理事より、医師会は殆

どが社団法人になっているため、今後は登記に
よって自由に設立できる一般法人と、税の優遇
措置を受けられる公益法人の二階建てになるこ
とから、「公益法人制度改革と共同利用施設に
ついて」と題して、次のとおり講演があった。

1．公益認定基準（公益法人になる場合）
<公益目的事業比率>
・18の公益認定基準がある。公益社団・財団

法人への移行については、公益目的事業比率
が費用で計って50％以上が認定の基準。従
来は管理費としていた事業管理費（間接事業
費）も、できるかぎり事業費に配賦。
<収支相償>
・公益目的事業に係る収入がその実施に要する

適正な費用を償う額を超えないこと（収支は
トントン以下）が重要。

・判定は二段階で行われ、両方クリアすること
が必要である。

第一段階は、各公益目的事業ごとに判定（事
業のくぐり方は法人が判断）。

第二段階は、公益目的事業全体で判定（各事
業に共通する収益・費用を含める）。

なお、第二段階では、収益事業等から利益の
50 ％以上を公益目的事業に繰入れた金額も、
公益目的事業の収入にカウントして判定する。

また、公益事業で黒字を出し、本会の財源に
充当することはできない。

2．事業の公益性の判断
<公益目的事業の定義>
・公益目的事業とは、（A）学術、技芸、慈善

その他の公益に関する別表各号に掲げる種類
の事業であって、（B）不特定かつ多数の者
の利益の増進に寄与するものをいう。
<共同利用施設事業の公益性の判断>
・医師会共同利用施設の公益性について理解を

得るため、公益認定等委員会事務局による現
場の視察、ヒヤリングが行われた結果、開放
型病院、介護老人保健施設、訪問看護ステー
ション、地域包括支援センターについては、
無条件ではないが、公益性について、一定の
理解が得られた。
<共同利用施設事業の公益性の判断－考えられ
るポイント例>

・一般論としては、①不特定多数の利益増進へ
の寄与を明示、②受益の機会の公開、③「質」
を担保する仕組み、④特定の者の利益になっ
ていないなどが求められる。

例えば、「運営委員会等に住民や行政が参
画等、開かれた運営」、「利用者を制限しない

（非会員等）」、「最後のセーフティネット（重

第41回九州地区医師会立共同利用施設連絡協議会

理事　金城　忠雄
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症患者、24時間）」などのポイントが考えら
れる。

・共同利用施設事業の公益性については、平成
21年3月17日付け日医発都道府県医師会宛
通知「医師会共同利用施設の公益認定上の考
え方」で情報提供しているので、参考にして
いただきたい。

3．公益法人の事業の注意点（財務面）
<公益目的事業の注意点>
・公益法人をめざす場合「公益目的事業比率」

だけが認定要件ではない。事業の公益性が認
められも、本当に公益目的事業が良いか、検
討が必要である。

収支相償:利益を出して、他の事業や管理
費の財源にまわすことが出来ない

公益目的事業財産:当該事業に使用する財
産は、公益目的事業財産（認定取消時に贈与
しなければならない財産）となる。
<収益事業等の注意点>

一方、公益性が認められない事業について
は、公益法人が、収益事業等として行う場合
には、以下の注意が必要。

・利益の50％以上を公益に繰入れる義務があ
るが、50％繰入れを受けた上で、公益目的事
業は収支相償を満たすか（黒字になることは
ないか）。又、管理費の財源は不足しないか。

・赤字体質の収益事業は認められない可能性が
ある。

4．公益目的支出計画（一般法人になる場合）
<一般法人への移行と公益目的支出計画>
・一般社団・財団法人に移行する場合は、移行

時点の時価純資産額を公益に消費していく計
画、公益目的支出計画を作成することが必要
である。

5．公益法人制度改革関連税制
<法人税課税の概要>
・税法上、課税される収益事業は従来33業種

だったが、労働者派遣業が今回追加されて

34 業種になった。それ以外のものは収益事
業以外ということで非課税になっている（看
護学校、共済事業等）

・公益社団法人は、収益事業等の利益の50％
以上を公益目的事業に繰り入れることが義務
づけられている。もし、100％繰り入れて、
公益目的事業に使った場合は、税金はかから
ない。

・公益認定制度では公益社団法人と一般社団法
人の2種類しかないが、税法上はさらに一般
社団法人を1階部分の一般社団と、中2階部
分の非営利型一般社団法人の2種類に分ける。

・公益社団法人は、公益目的事業については、
それが税法上の収益事業であっても全部非課
税であり、公益に支出する収益事業及び共益
事業の利益は非課税となるため、残りの利益
が出た分についてだけ30％の税金を払うこ
とになる。
<医師会運営施設における税制上の問題>
・医師会共同利用施設が行っている事業が、公

益認定上、公益目的事業と認められるか、又、
今後、一般社団法人に移行するケースがあっ
た場合、現在非課税の事業は課税されるの
か、この2つが大きな課題である。公益社団
法人、一般社団法人のいずれにおいても、現
在の非課税措置をまず確保することが必要。

・開放型病院等の法人税の非課税は、公益社団
法人、非営利一般社団法人に移行した場合、
非課税存続。

・看護学校等の固定資産税の非課税は、公益社
団法人に移行した場合は非課税存続、一般社
団法人に移行した場合は、一定の要件で非課
税存続。
<開放型病院の法人税非課税について>
・現行の民法34条法人の中で、医療保健業は

収益事業で課税となっている。しかし、特例
としてオープン病院等を開設する一定の医師
会、つまり、開放型病院や検査センター開放
型の診療所を開設している医師会が行ってい
るさまざまな医療保健業は、例外的に非課税
となっている。ところが、今回の公益法人制



2009沖縄医報 Vol.45  No.9
報　　告

－13（953）－

度改革に伴って民法34条法人が無くなって
しまうため、「非課税要件の根拠となる法律
が無ければ、例外規定もなくなるということ
で、公益社団法人をとれば非課税でもよい
が、一般社団法人に行くと法律自体がなくな
るから課税」となる。

・開放型病院の法人税非課税については、従
来からある要件に、今回新たに「医師会の事
業内容」と「医師会の収入割合」の要件が
ついた。

・事業内容の要件としては、地域医療支援病院
を開設、または自治体との委託契約により、
学校医事業、初期救急医療事業、予防接種事
業、特定健診・保健指導、地域産業保健セン
ター、へき地等の巡回診療・健診のうち2つ
以上実施していること。

・収入割合の要件としては、社会保険診療等、
労災、自賠責、公害、臨床検査センター利用
料、法令等に基づく健診、正常分娩、学校
医、特定健診・保健指導、国、地方公共団体
から委託された医療収入が医師会の（共済事
業及び看護学校等除く）年間収益額の6割を
超えていること。

6．機関設計・定款
<機関設計>
・社団法人には、社員総会の他、業務執行機関

としての理事を少なくとも1名は置かなけれ
ばならない。

・理事会を置く場合、理事は3名以上必要。
・公益法人の場合、理事会の設置は必須。
・理事会を設置する場合と会計監査人を設置す

る場合には、監事を置かなければならない。
・会計監査人の設置は任意だが、公益法人は、

収益額 1,000 億円以上、費用及び損失額
1,000 億円以上、負債額50 億円以上のいず
れかに該当するとき、又、一般法人は、負債
額200億円以上の大規模法人の場合は、設置
義務がある。

・一般社団法人の機関設計は以下の5通り。な
お、公益法人は④か⑤で、日医定款変更案は

⑤を採用。
①社員総会＋理事
②社員総会＋理事＋監事
③社員総会＋理事＋監事＋会計監査人
④社員総会＋理事＋理事会＋監事
⑤社員総会＋理事＋理事会＋監事＋会計

監査人
・社員総会は、法定事項（定款変更・解散・計

算書類の承認・社員の除名等）とその他定款
規定事項を行う。

・社員は、理事に責任追及の訴え、行為差し止
め請求を行うことができる。

・理事会は、業務執行の決定、理事の職務執行
の監督、代表理事・業務執行理事の選定、解
職を行う。
<定款の作成>
・定款記載事項として、①必要的記載事項②相

対的記載事項③任意的記載事項がある。
①は、全ての事項を定款に記載しなければ

ならない事項のこと。その一つでも記載が欠け
ると、定款の効力が生じないので注意が必要。

②は、必要的記載事項と異なり、記載がな
くても定款の効力に影響はないが、定款に定
めがなければ、その効力を生じない事項のこと。

③は、法令に違反しない範囲で任意に記載
すことができる事項。

・事業計画及び収支予算については、公益法人
の場合は、事業計画書、収支予算書等の作
成、備置き、閲覧義務有り。一般法人の場合
は、法人法には、事業計画、収支予算に関す
る規定はないが、ガバナンス確保の観点から、
定款に規定を設けておくことが望ましい。

・事業報告及び決算については、公益法人の場
合、財産目録の作成、備置き、閲覧義務有
り。一般法人でも、公益目的支出計画が完了
するまでの間は、毎事業年度経過後3ヶ月以
内に、①公益目的支出計画実施報告書と②事
業報告・計算書類等を行政庁に提出する必要
がある。

・日医では、定款変更案を作成している。現行
定款を基に、内閣府「定款変更モデル」を参
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考に、法令及びガイドライン等から必要とな
る内容を加筆・修正し、「公益法人用」と「一
般法人用」の案を作成。変更案は、日医ホー
ムページメンバーズルームで公開中である。

第2分科会「検査・検診部門」
本会は第2分科会の「検査・検診部門」に参

加し、4医師会より主に平成20年度4月より開
始された特定健診・特定保健指導への取組みに
ついて報告があった。概要は次のとおり。
1．島原市医師会の特定健診への取組み
－会員医療機関の煩雑さを解消するために－

島原市医師会　事務局長　嶋井量章
島原市医師会の従来の基本健診は、老健法の

下、島原市から委託を受け、昭和58年から集
団健診を実施、平成16年から施設健診も平行
して実施してきた。平成20年度からスタート
した特定健診も、基本健診と同様に島原市国保
から委託を受けて、集団・施設で国保・後期高
齢者を対象に実施している。

島原市国保の協力により検査項目では、心電
図や血清クレアチニン・尿酸・ヘモグロビン
A1cを保険者独自の追加項目として20年度か
ら実施し、21年度からは貧血（赤血球数・血
色素量・ヘマトクリット値）も保険者独自の追
加項目とした。委託料も診療報酬を基に医師会
が試算した金額を提示し、契約することが出来
た。平成21年度の委託料は、協会けんぽ・健
保組合・共済組合が基本的な健診項目で7,200
円、島原市国保と島原市後期高齢者が共に、基
本的・保険者独自の健診項目で9,891円となっ
ている。

今回、医師会では看護学校、訪問看護ステー
ション等は運営しているが、健診センターや検
査センターを運営していないことから、特定健
診については、民間の検査機関や健診事業者と
手を組み、初期投資を限りなく少なく、また、
会員医療機関の負担を軽減できるよう医師会が
中心となり役割分担を行い、多くの医療機関に
参加を呼びかけた。

その結果、医療機関44施設の内、31施設が

手を挙げ特定健診を実施し、検査・健診センタ
ーを運営していなくても、医師会事業として、
充分に成り立つことの報告があった。

2．特定健診・特定保健指導の1年の歩みに
ついて　
北九州市門司区医師会　健診部管理者

濱崎美智子
門司区医師会の健診事業は、平成14年度に

北九州市の委託を受け、今日まで市民と密着し
た健診を実施してきた。平成20年度に導入さ
れた特定健診・特定保健指導のスタートは事前
に実施されたモデルケース事業健診では殆ど参
考にならず、開始までの数ヶ月は数々の情報に
振り回された混乱期であった。当医師会員への
周知、受診者への説明、事務関係の対応など、
この1年を経てやっと定着してきた。特に、特
定保健指導は、結果を残すと同時に課題が残
り、対象者の意識を動かすことは難しく、今後
の健診受診に影響することは否めない。

今回、特定保健指導に重点をおき、栄養指
導、運動指導などすでに基盤にある運動教室を
用いたプロセスについて報告があった。

3．特定健診・特定保健指導開始から1年を
経過して
北九州市小倉医師会　担当理事　今渡龍一郎
小倉医師会健診センターは特定健診対応のコ

ンピュータシステムの再構築や市医師会・市行
政・産業医科大学と共に健診・保健指導システ
ム構築に取組み、制度開始後は会員支援の理念
のもと大きな混乱もなく1年を経過した。

理想的なシステムとしてスタートしたが、地
域住民主体から保険者別の縦割り健診への移行
のため、後期高齢者や被用者保険被扶養者が除
外され、集団健診数が激減し、収入面での打撃
が前面に出た。一方、保健指導の実施率は極め
て良好であった。北九州市国保のシステムは、
住民に身近な「かかりつけ医」で健診と保健指
導が受けられる地域密着型であり、対象となっ
た全ての住民に対して一律に保健指導がなされ
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また、特定健診で情報提供と判定されたグル
ー プ の 中 で 、 中 等 症 以 上 の 高 血 圧

（160/100mmHg 以上）が 4.2 ％、HbA1c で
6.5％以上が6.3％であった。このことは特定
保健指導の階層化における盲点として、特に注
意が必要であるとの報告があった。

報告が行われた後、集団健診の委託料、実施
医療機関への支払金額、保健指導の利用券のや
りとり、地域産業保健センターと関わった受診
率の向上等について意見交換が行われた。

7月5日の第2日目は、西島英利参議員議員
より「中央情勢について」講演後、慶応義塾大
学商学部の権丈善一教授より「小さすぎる政府
の医療政策と日本の医療保険」と題して特別講
演が行われた。

講　演　
演題「中央情勢について」

参議院議員　西島英利
西島参議院議員より、中央情勢について概ね

次のとおり講演が行われた。
<臓器移植改正法案について>

臓器移植改正法案が衆議院を通過し、A案が
参議院へ送付されてきた。A案は脳死を人の死
とし、ゼロ才から臓器移植が可能となる法案で
ある。

参議院で審議が始まったが、脳死を人の死と
して定義していいのかどうか、疑問をもってお
られる団体もある。今週の金曜日には成立させ
たいと考えている。ここで成立させないと廃案
になって、子供の希望を絶つことにもなりかね
ないので、是非成立させたい。
<社会保障給付費の推移について>

この高齢化社会の中で、年金、医療、福祉の
給付費がものすごいスピードで延びて来てい
る。2006年に社会保障給付費が全体で89兆円
必要であったが、2009年では、98兆円になっ
ている。2025年では141兆円になるとの推計
が出されている。

る特徴を持つことと、更に集団では保健指導に
備えて電話による対象者への声かけが功を奏し
たと考えられ、個別医療機関からの保健指導依
頼も加え、動機づけ支援実施率は89％、現時
点での積極的支援継続率は77％であった。

その他、当センターは、医師、保健師・管理
栄養士に保健指導の実施、保健指導の標準化・
レベルアップとチームワークを保つための定期
研修会を継続している。

全般的には、初年度健診受診率目標25％に
対し、21.5％であり、受診率向上の対策が必要
であることから、今後とも市医師会・行政との
緊密な連携の上、受診者数の確保と地域におけ
る指導的役割を果たしながら当健診センターと
して更なる会員支援を充実したいと考えている
との報告があった。

4．特定健診の現状と問題点
那覇市医師会　生活習慣病検診センター所長

崎原永辰
当センターでは、特定健診の初年度を終え、

この制度における那覇市の現状と問題点を分析
した。先ず、健診受診率は那覇市で21.6％と
低調であった。受診者の内訳は、新規受診者が
増加した一方で、例年受診している受診者が減
少した。この理由として、特定健診が肥満者を
対象とした健診であると誤解されてしまったと
ころがあると考えられる。

また、各検査項目の受診勧奨率について、最
も高率であったのがLDL-Cで29.5％、次に収
縮期血圧で27.8％であった。特にLDL-Cにつ
いては、保健指導率が 26.1 ％と異常に高く、
基準値を超えたものは実に 55.6 ％となった。
厚労省のLDL-Cの基準値は120㎎/d1未満と
されており、受診勧奨値が140㎎/d1となって
いる。この判定値はそれぞれ日本動脈硬化学会
のガイドラインでしめされている糖尿病におけ
るLDL管理目標値と高LDL血圧の診断基準
がそのまま採用されたようであり、他学会が採
用している判定値とのずれが大きく、判定値の
変更・統一が望まれる。
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お願いすると明言している。
これを聞いた自民党内では、「総選挙を目の

前にして総理は何ということを言うんだ」と大
騒ぎになったが、政権与党の責任として、安定
的に社会保障の給付をしていく責任がある。そ
のためには、早い機会に国民に理解を求める活
動は必要なのではないかということで、消費税
引上げの環境作りをするための決着をした。

従って、2009年度予算の社会保障抑制財源
については、たばこ税増税が検討されてきた
が、増税は見送られたことから、年金特別会計
の特別保健福祉事業資金1,370億円を全額引き
落とし、そして足りない分を一般財源化する道
路特定財源600億円から捻出し、2,200億円に
足りない分は、後発医薬品使用促進230億円を
確保した。そして、さらには3％の介護報酬の
引上げを行ったということになった。
<骨太の方針2009>

今年の「骨太の方針2009」においては、「基
本方針2006等を踏まえて」という文言が記述
されたことから大変なバトルが繰り広げられ
た。本来2回で終わる予定が、最終的な取り纏
めを行う自民党総務会を含めて計5回の会議で
決着をした。与謝野財務大臣が、社会保障の自
然増については、そのまま認めることとする
が、無理のない範囲で節約に努めることは、国
民に対する義務である。しかしながら、数字で
もって節約の目標を示すことはしない。節約で
きた分は当然のこととして社会保障の分野に充
てるという形で決着がついた。

その結果、今度の診療報酬もプラス改定にな
る事は間違いないと考えて良い。
<財源の問題>

現在、社会保障の自然増は8,000億円から1
兆円程毎年延びている。民主党はその辺の無
駄、埋蔵金等で賄えば良いと言うが、とても賄
いきれない金額である。先の党首討論で、鳩山
党首は4年間は消費税の引上げをしない。議論
もしないということを言われた。診療報酬は
20％引上げると表明しているが財源の話は全
くない。

年金は、支払額が決まっており、しかも受給
者は増えていく一方であり、これを抑制するこ
とができない。介護は始まったばかりだが、抑
制した結果、介護そのものが危機的状況になっ
てきている。又、抑制ができる範囲の医療費を
多く抑制してきており、その結果、医療が危機
的状況になっている。

そのようなことから、これから先の社会保障
給付費をどういう財源で賄っていくのかという
議論が非常に重要になってきた。
<平成21年度予算の概算要求に当たっての基
本的な方針について>
そこで、昨年の「骨太の方針2008年」で平

成21年度予算の概算要求に当たっての基本的
な方針について議論が行われた。昨年は2,200
億円削減の基本方針は変えなかったが、「医療
は崩壊し、どうしようもない状況になってい
る。これはやめなければならない」と自民党の
国会議員から意見が述べられた。本来であれば
2回で決着がつくが会議を5回開催し、最終的
には「年金・医療等に係る経費等特定の経費に
関して、新たな安定的財源（税制上の措置）が
確保された場合の取り扱いについては、予算編
成過程で検討」という文言を記述させた。つま
り、2,200億円の抑制は無理だということをこ
の段階で決着した。

そこで、年末に向けて検討したことが、「た
ばこ税を引上げる」ということで、新たな財源
を確保しようということになったが、たばこを
栽培する農家の立場に立たれる国会議員の先生
方、たばこ販売店の立場にたたれる国会議員の
先生方から、猛反対があり、その結果、たばこ
税の引き上げはしないということになった。

これを溯ること10月30日の記者会見で麻生
総理はこの社会保障費から毎年2,200億円を抑
制するのは限界だと述べられた。限界だと言う
ことで、介護保険で3％の引上げを明言した。
本来、こういう事は、年末に始めて決まるが、
いち早く10月30日に介護報酬の引上げを明言
し、これと併せて、景気が良くなれば、国民に
対して社会保障の給付の為の消費税の引上げを
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民主党は、基礎年金も全額税方式を掲げてい
るが、この場合22兆円かかり、消費税の収入
は12兆円位しかないが、不足分をどう手当す
るのか明らかにされていない。さらに、消費税
をすべて基礎年金に充てた場合、今までみてき
た4兆8千億円の老人医療費は、どの財源で工
面するかのも説明されてない。

また、党首討論で、「財源が大事」とする麻
生首相に対し、鳩山党首は「財源が先で人の命
が後なんですか」と指摘したことについて、私
は、「人の命が先ず大事なのは当然だが、人の
命を守るために財源をどうするのかと考えるの
が、我々政治家の役割である」と述べた。

やはり国民の反発を買ってでも、消費税の引
き上げをお願いしなければいけないと先程から
申し上げているが、是非、皆様のご理解をお願
い申し上げたい。
<2009年度税制改正関連法付則の内容>

結果的に、①3年以内に景気回復に向けた集
中的取組みを行う。②平成23年度までに、消
費税制を含む税制の抜本的な改革を行うため、
必要な法制上の措置を講ずる。③消費税につい
ては、その負担が確実に国民に還元されること
として、2009年度税制改正関連法付則の整備
がなされる予定である。

なお、消費税率については、消費税を引上げ
る時には、医療にも消費税がかかる予定であ
る。現在、医療に関しては、最終消費者は医療
機関になっている（消費税が非課税の為）が、
引上げる時には、医療にもかかることから、最
終消費者は患者になる。10％以上になると1割
の増を患者に課すことになる。これは大変な負
担になるので、この付則の中に併せて複数税率
をつくることになっている。つまり軽減税率を
つくることができる。よって医療に関しては、
生活関連という形の中で、税率を引き下げた形
で、消費税をかけるというふうに整備がなされ
るだろうと考える。

もし、政権が代わると法案の廃止法案が出て
くることは間違いない。又、総選挙も間近にあ

ると考える。いずれにしても将来をしっかりと
見据えた上で判断をしないと、医療の崩壊した
イギリスがたどってきたことを、日本が繰り返
す事にもなりかねない。

特別講演　
演題「小さすぎる政府の医療政策と日本の

医療保険」
慶応義塾大学商学部　教授　権丈善一

慶応義塾大学商学部の権丈善一教授より、年
金財政、医療・介護費用シュミレーションをめ
ぐる攻防、公的保険と私的保険をめぐる激論な
ど、権丈氏が委員を務めた社会保障国民会議で
の議論の様子を克明に描写した「社会保障の政
策転換」等を基に、講演が行われた。
・2008年日本の社会保障政策はたしかに転換

した。国民が医療・介護、保育・教育サービ
スを所得や地域、ましてや性別に関係なく平
等かつ十分に享受できる社会をつくるため
に、残された課題は財源調達問題1本である。

・この国には、構造改革派とか上げ潮派とかい
ろんな人がいるが、実は社会保障重視派こそ
が、いちばんの成長重視派なんだとそろそろ
気づいてもいい頃である。社会保障重視が日
本を救うと考えている。

・医療、介護、保育、教育こそ「需要を刺激す
る新しいサービス」であり、それを公的な支
出で賄うことが経済成長につながる。

・国民の間で「政府は信頼できない」というイ
メージが根強いが、冷静に考えれば、「もう
少し住み心地の良い社会をつくるために、政
府を道具としてうまく活用する」という選択
肢は十分ありうるし、いずれその方向に動く
とも思っている。

・その他、消費税の引上げ、国民負担率、麻生
首相と鳩山党首の党首討論の問題、民主党へ
の痛烈な批判など、西島参議院議員と同様な
意見が述べられ、選挙の際は将来を見据えて
判断をしていただきたいと講演された。
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印象記

理事　金城　忠雄

九州、特に福岡県は、医師会立共同利用施設の発達した地域と紹介の通り医療関係者700人以
上参加した大きな協議会であった。

昨年の「検査・検診部門」の報告は、特定健診制度導入時期なので、試行錯誤、暗中模索の中、
この制度は失敗に終わるのではないかとの意見が多かったが、今年の報告では、各地区医師会が
熱心に活動しているが、受診率の低さが共通の悩みのようである。

「公益法人制度改革と共同利用施設について」の講演では、医師会立共同利用施設の維持には、
税金対策も重要であり、その手段として公益法人制度を如何に活用するかの講演であった。公益
認定のポイントは「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与すること」であり、項目別対策が多
方面にわたり、公益法人制度を導入するにはかなりのテクニックを必要とする。

「中央情勢について」
喫緊の課題は、臓器移植法の成立、衆議院解散で廃案にしてはいけないと精力的に活動してい

ると。私としては、医師は、日本国内で治療が出来ないのであれば、患者に過大な期待を持たし
てはいけないと思う。WHO、米国も渡航移植の自粛を求めている。当然である。

次は社会保障費「2,200億円抑制」を撤廃させたことの苦労話し、財源に「たばこの増税案」な
どの提案は、関係者からの猛反対がある等、予算編成の困難さの講演であった。

権丈善一慶応義塾大学商学部教授の講演は、非常に興味ある講演であった。結論は、タイトル
の「小さすぎる政府の医療政策と日本の医療保険」では、医療は維持できないということである。
社会保障―医療・介護・保育・教育―は必要に応じて利用できる社会を作ること。そのためには、
財源の確保が問題になる。一般国民からの財源調達力を高めて、社会保障を目的に再分配政策を
行うことー負担なくして福祉なしーと持論を述べていた。

政治家は、公的社会保障の財源確保のため、消費税や保険料を上げる必要があることを提案す
べきである。国民には、支払う負担よりも、受ける恩恵が大きいことを主張すべきである。日本
の保険料率はドイツ、フランスに比べて格段に低いことを説明し訴えるべきであると力説してい
る。とにかく、財源がないと必要な医療福祉は維持できず破綻してしまう。

前出の西島英利議員の財源確保の苦労話にもあるように“政府のムダ金”“道路、防衛費”から
の流用出来るような財源は、何処にもないのが現状であると。

我が国の社会保障制度を「人の命より財源が大事か」という財源調達を考慮しないインチキ集
団から守らねば成らないと、資料を駆使して非常に歯切れの良い講演であった。

同教授は、政府の社会保障国民会議のメンバーであり政策立案者の一人である。教授の思想が、
国の政策に反映し実現できれば、日本の将来も明るくなると思う。

（教授が提出した資料集に「学問に凝る勿れ」があり、奇妙に思い調べてみたら、福沢諭吉が、慶
応義塾大学開校時の講演で、学問は、大切至極ではあるが、これを唯一無二と思い込み学問だけ
に凝り固まってはいけないとの言葉らしい）
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第189回沖縄県医師会臨時代議員会
－平成20年度会務報告・諸決算を承認－

去る6 月25 日（木）、午後7 時30 分より本
会館において第189回沖縄県医師会臨時代議員
会が開催された。

はじめに新垣善一議長より定数の確認が行わ
れ、定数57 名に対し、44 名が出席し定款34
条に定める過半数に達しており、本代議員会は
有効に成立する旨宣言された。

続いて、宮城会長より次のとおり挨拶があ
った。

挨　拶
○宮城会長

皆さんこんばんは。本
日は、平成20年度の会
務、諸決算などについ
てご審議していただくた
め、第 189 回臨時代議
員会の開催についてご
案内申し上げましたと

ころ、日常診療で非常にお疲れのところ、多数
の代議員にご出席賜り厚く御礼申し上げます。

おかげを持ちまして平成20年度の会務も代
議員の諸先生方、会員各位のご協力により予定
いたしておりました諸事業も滞りなく推進する
ことができました。

平成20年度の特筆事項は、会員待望の会館が
完成したことであります。会館建設が実現に至
ったのは、県当局が建設用地の等価交換にご尽
力をくださったこと、それから、諸先輩方が多
額の浄財を拠出して浦添市当山の用地を取得し
ていたこと、また、当用地取得の残金2億円を
建設資金に充当できたことに加えて、会員の先
生方が会館建設にご理解を示され、会館建設負
担金及び会館維持費の負担に応じてくださった
ことが大きな原動力になったものであり、ここ
に改めて深く感謝の意を表する次第であります。

さて、今春メキシコで初めて新型の豚インフ
ルエンザの感染者が確認されて以来、世界的に
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圏に30億円。これが70カ所ということで、80
カ所で合計3,100億円の予算がついているとい
うことですから、各都道府県、約2カ所の予算
がつくということです。沖縄県でいえば100億
円か、あるいは30億円の2カ所という予算が
ついている。これは10月の中旬までに計画を
立てて国に申請をして認められた場合に予算が
執行されるということで、5 年間でその予算、
基金を積み立てて使うということになっており
ますので、10月中旬までには沖縄県、それか
ら沖縄県医師会、大学等含めて早急に計画をつ
くり、それを国に提出する必要があると考えて
おります。

代議員各位におかれましても県立病院のあり
方を含めてご意見・ご要望等を賜りますようお
願いを申し上げる次第であります。

本日は、お手元の資料にお示ししてあります
ように、報告2件、議事6件を上程しておりま
す。詳細につきましては、各担当理事よりご説
明申し上げますので、慎重にご審議の上、ご承
認賜りますようお願い申し上げまして挨拶とい
たします。

その後、報告・議事に移り、報告事項は玉城
副会長から平成20年度沖縄県医師会会務につ
いて、名嘉監事より平成20年度沖縄県医師会
会計監査について報告があった。

議事は以下の議案について各担当理事から説
明が行われ、全て原案どおり承認可決された。

なお、第6号議案「沖縄県医師会代議員及び
予備代議員選出規程」並びに「沖縄県医師会役
員選任規程」の改正（案）の件の内容について
は以下のとおりである。

現行規程では、3月に任期満了となる代議員
がその年の2月に開催する代議員会において、
新年度の役員を選出すると共に、3月の代議員
会で新年度の事業・予算の承認を行うことにな
っており、新役員体制への取り組みや新年度事
業への対応のあり方として若干不合理な面が生
じていた。

これを改善する措置として、九州各県で採ら
れている代議員（予備代議員）の任期をずらす

感染が広がり、日本での感染者数も本日1,000
人を超えたとの発表がありました。幸い本県で
は感染者は発生しておりませんが、発生という
のはおそらく時間の問題であろうと考えられて
おります。

今回の新型インフルエンザで本会の対応とい
たしましては、県当局と連絡を取りながら、各
地区医師会に対し発熱外来の体制整備等具体的
な対応をお願い申し上げました。各地区医師会
におかれましては、迅速かつ協力的に対応して
いただき、大変有り難く思っております。た
だ、県行政と本会との連絡体制が不十分な面も
あって、地区医師会や会員に戸惑いもあったと
伺っております。本会といたしましては、秋以
降に予想される第二波に備え、万全の体制を整
備すべく努めてまいりたいと考えておりますの
で、引き続き会員のご協力を切にお願い申し上
げる次第であります。

6 月 23 日の慰霊の日の夕方に｢基本方針
2009｣が閣議で決定をされました。2,200億円
の社会保障費を削減するという方針は変更され
ました。しかし、｢基本方針2006｣等を踏まえ
るという文言が残っておりますため、完全撤廃
という保障はありません。来年度の予算編成に
向けて運動を強化していく必要があると考えて
おります。

県内では、先日、仲井眞弘多知事が「県立病
院のあり方に関する基本方針」を発表いたしま
した。向こう3年間、病院事業局の再建計画で
再建が見込まれる場合は、現行の全適継続を検
討する。達成困難な場合に備えて独法化の準備
も同時に進めるという内容になっております。
沖縄の医療を考えるときに、県立病院の継続発
展は不可欠であります。私ども医師会といたし
ましても、経営の再建並びに経営安定へ向け全
面的に支援をしていく所存であります。

政府は今回、景気対策として15兆円の補正
予算を組んでおります。非常に場当たり的でば
らまきだという批判もありますが、地域医療再
生というものに対して3,100億円の予算をつけ
ております。これの二次医療圏ごとに 1 カ所
100億円、これが10カ所。それから二次医療
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ことについて当代議員会に諮られ了承された。
これにより、代議員（予備代議員）の任期は

2月から1月までの2年間となり、2月にスター
トする代議員（予備代議員）が、2月の代議員
会で次期役員を選出し、3月に開催する代議員
会で新年度の事業計画並びに予算を承認するこ
とになった。なお、上記の理由により現代議員

（予備代議員）の任期は平成22年1月末日をも
って任期満了となることも併せて承認された。

第1号議案 平成20年度沖縄県医師会一般
会計収支決算の件

第2号議案 平成20年度沖縄県医師会医事
紛争処理特別会計収支決算の件

第3号議案 平成20年度沖縄県医師会会館
建設特別会計収支決算の件

第4号議案 平成20年度沖縄県医師会共済
会特別会計収支決算の件

第5号議案 平成21年度沖縄県医師会一般
会計収支予算補正の件

第6号議案　「沖縄県医師会代議員及び予備
代議員選出規程」並びに「沖縄
県医師会役員選任規程」の改正
（案）の件

なお、当代議員会における質疑応答の主な内
容は次のとおり。

質疑応答（要旨掲載）
1．議事に関する質疑
第6号議案　「沖縄県医師会代議員及び予備
代議員選出規程」並びに「沖縄県医師会役員
選任規程」の改正（案）の件
○名嘉勝男代議員

県の代議員を各地区から推薦する場合に、各
地区医師会では1月までに決めないといけない
わけだが、医師会の執行部の事業というのは、
前執行部がやったことを踏襲するということが
多くて、会長が変わったから新しい事業をする
ということは少ないのではないかと思う。例え
ば政治家のようにいろんな県の予算の配分、執
行に対していろいろ新しい執行部が自分の力を

入れたいところをやりたいとか、そういうこと
が出てくると思うが、最終的な修正に反対とい
うわけではないが、九州各県では途中で変えた
のか、最初からそうなっていたのか、その説明
をお願いしたい。
回答（真栄田常任理事） 九州各県でも最初
は沖縄県医師会のような形でやっていたが、ど
うも会務運営の段階で新代議員が新執行部及び
新しい予算を計画したいという形で、暫時、他
府県にならって変えてきている。もともとから1
月に決めるというわけではなかったようである。
○中田安彦代議員

2月にスタートする代議員が代議員会で次期
役員を選出し、3月の代議員会で、事業計画を
承認するとある。例年は2回代議員会をしてい
ると思うが、ということは、この2年間にトー
タルで5回ぐらい代議員会をするということな
のか。1回余分に代議員会は増えるのか。
回答（真栄田常任理事） 開催回数はこれま
でと同様、通常は2年間に5回開催となる。

3月に次年度の事業計画、6月に事業報告を
諮ることになるが、選挙がある年は2月に役員
選挙を行うことになる。

2．代表・個人質問
「新型インフルエンザの法的な補償等の問題
について」（北部地区医師会：代表質問）

○大城修代議員
新型インフルエンザ

については、補償の問
題について県はどうい
う見解をもっておられ
るのか、お伺いしたい。

回答（宮里理事） 今回の豚型新型インフル
エンザは不意打ちをくらう形で発症し、なおか
つ国内侵入してきたために、あらゆる対策が後
手後手にまわったことは否めない。補償関係に
しても同様だと思っている。

沖縄県医師会はメキシコ発症の一報が入った
数日後に、県の担当官を交えて第1回感染症予
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防接種委員会を開催し、二次医療圏ごとに体制
の構築を図ってきた。

補償に関する件は、5 月15 日に唐澤日本医
師会長が厚生労働省大臣に「新型インフルエン
ザ診療にかかる補償等」を提案している。

沖縄県医師会ではそれに先立って5月9日に
宮城会長名で仲井眞知事に「新型インフルエン
ザへの対応策について」という要望書をすでに
提出していた。

6月1日付けで厚生労働省から県に「地域活
性化、経済対策臨時交付金の新型インフルエン
ザ対策への活用等について」という通達がなさ
れているが、補正予算という性質上、通達日と
締め切り日の間が数日ぐらいしかなく、非常に
短すぎて今回どこの県も対応はできなかったよ
うである。

しかしながら、国は当初はそういう補償はし
ないといっていた姿勢から、補償するという態
度に変わってきている。

沖縄県医師会では、6月17日に秋口の第2波
対策として第 2 回の感染症委員会を開催した
が、その席で県の担当官から補償は国策として
必ずなされるとの発言があった。6月19日に厚
生労働省から新型インフルエンザの新しい指針
が発表された。弱毒性で秋の第2波は大流行が
予想されるため、季節性並に原則全医療機関で
対応するように求められている。

季節性並の扱いになった場合に、今回の補償
に関する件は棚上げになることも推察される
が、今後、ウイルスの強毒性への変異、あるい
は鳥インフルエンザの流行も念頭に入れながら
交渉を行っていきたいと思う。

それから、県と国とどの比率で補償するの
か、あるいはどういう計算をして補償するのか
ということは、まだ具体的には決まっていない
ようである。
○大城修代議員 補償するという確約はない
のか。
回答（宮里理事） 文書ではない。口頭だけ
である。

「消費税増税に対する沖縄県医師会の意向に
ついて」（南部地区医師会：代表質問）

○名嘉勝男代議員
最初に玉城信光副会

長にお礼を申し上げた
い。去る3月29日、第
120 回日本医師会定例
代議員会で九州ブロッ
クを代表して、玉城先
生が日医に代表質問を

されている。先生の報告が6月号の県医師会報
に載っていたので目を通したが、消費税につい
ての問題はこれまでも何度か取り上げられて、
いろいろ日医からの回答も聞いてはきている
が、一番問題にしているのは、消費税が近いう
ちに上がるのは間違いないだろうということで
ある。

現在でも消費税が医療機関に損税を与えてい
るのはご承知のとおりである。医療費が非課税
になっているために、仕入れた商品に関しての
控除ができないということで損税という形にな
って、医療機関は被害を被っているわけだが、
病院の規模が大きくなればなるほど、消費税の
被害が大きいと言われている。会員の中には普
通の取り引きのように課税の対象にしたほうが
いいんじゃないかという方もいるが、消費税が
低所得者の方に与える影響等を考えると、今
回、消費税を上げることになってしまうと、ま
すます消費税の逆進性というのはご承知のとお
りだが、所得の低い人ほど負担率が高くなって
厳しくなる。医療界は消費税を目的税にして財
源確保をしようという動きがあるが、手放しで
消費税が上がるのを喜んでいるわけにはいかな
い。現状のままだと、自分で自分の首を絞める
ような形になるのではないかと思う。

玉城先生が日医で質問されて、最終的に日医
が目指すのはゼロ税率の適用、あるいは軽減税
率の適用と言っているが、以前からそういう話
も出ているが、なかなか進展しないというのが現
状である。最終的には政治的な決着があると思
うが、各医師会でも、もう少し歩調を合わせて、
選挙も近いことから、もう少し具体的な行動を
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起こせないものかと思い質問をせていただいた。
回答（玉城副会長） 名嘉会長がご指摘のよ
うに、今年の3月に日本医師会の代議員会で九
州ブロックを代表して質問をさせていただいた。

先生方皆さんご承知のとおり、消費税は医療
機関にかかってきて、エンドユーザーである患
者さんにはかからないようになっている。実は
この質問をしたときに調べたら、消費税がかか
って20年になっている。当初は診療報酬で補
てんするということだったが、この数年間、診
療報酬がどんどん下げられているので、診療報
酬の中に消費税分を含むことはなくなって、か
えっておかしい状態になっている。日本医師会
の医業税制検討委員会にも私は2年ほど参加さ
せていただいた。毎年ゼロ税率でいきたいとし
て、患者さん負担はゼロにするが、医療機関に
かかった消費税は還付してほしいと日医は要望
しているが、消費税論議がまだ本格的にならな
いため、そこまでに至っていない。また、今、
社会保障の財源として消費税を上げたら診療報
酬に全くこないで、ほかの分野にいってしまう。
日医に対する私の質問にもあったように、隙間
ということで消費税だけでは社会保障、基礎年
金と後期高齢者医療と介護の国庫負担、それだ
けも今の5％では埋めきれない。だからそうい
うことで、消費税問題というのは税制の大きな
ものにかかわるので、日医としては目的税化に
すると、診療報酬のほうに全くまわってこない
のではないかという心配をしていて、いろんな
検討はされている。昔の国税の偉い先生方と一
緒になって協議をして、税制検討委員会でいろ
いろ要請している。損税は解消するというの
は、日本全国の医師の全体の共通項であるが、
日本医師会から言い出していいのかという議論
で、今、少し悩んでいるところはある。日本医
師会がゼロ税率ということだったら声高に言え
るが、消費税をかけて診療報酬で患者さんから
3％でも、1.5％でも取るということを医師会か
ら声を出していいのかどうかというのが、今悩
みのところである。医師会が声を出すと、議員
は喜んで医師会が言い出したからやると言いか
ねないところがあり、少し心配しているところ

はある。名嘉先生が言われたように、とにかく
次回の税制改正のときには、ゼロ税率ないしは
軽減税率でかけていくというのは日医の方針で
もあるし、各地区医師会から出されていること
も全く同じ方向に歩んでいるとは思う。

「厚労省分割案について」
（中部地区医師会：個人質問）

○中田安彦代議員
小泉内閣のときに経

済財政諮問会議が組織
され、｢骨太2006年｣が
計画された。そのとき
に社会保障費を 5 年間
で1兆1,000億円削減、
年間で 2,200 億円削減

するとなったが、当時、一般会員は、本当にこ
んなことが実行されるとはあまり思わなかった
と思う。そのような状況の中で、医師会が強く
なればこういうことも覆せると思ったが、今ま
で政策を見れば現実に年間2,200億円を削減さ
れ続けている。

そして、平成の医師会はいつも打つ手が遅れ
ているように私には見えていた。今回、麻生総
理は厚生労働省分割案を出して撤回したという
話ではあるが、朝日新聞の報道によると、まだ
社会保障会議ではこの分割案は生きているとい
う話があった。

今、経済財政諮問会議が力を失いつつある
が、今後は社会保障会議というのが経済財政
諮問会議ととって変わるような状況になっては
いけないという思いでこの提案をさせていただ
いた。

麻生総理は、医療・年金を担当する省と、保
育・労働環境を担当する省への分割案を示して
いたが、今後自民党から政権が変わってしまえ
ば、もしかしたら関係ないかもしれないが、た
だ現実に新たに生き残ってきたときに、確かに
厚生労働省は大きすぎると思うので、分割する
のは妥当だとは思うが、日医として適切な提案、
あるいは日医総研などが適切な提案を出したり、
あるいは会員の皆さんに広報したらいいのでは
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ないかと思い、私案を書かせていただいた。
これは執行部の皆さんが回答すべき問題では

ないかもしれないが、沖縄県医師会の代表であ
る宮城会長に一言、ご意見を言っていただけれ
ば有難い。
回答（宮城会長） 先生のご質問、ご意見に
ついては十分理解ができる。

小泉改革で小さな政府ということで、行革の
中で省を統合してきたという経過がある。現在
はどうなっているかというと、先生が指摘する
ように元厚生省と労働省の膨大な分野を厚生労
働省の大臣1人でやっている。非常に忙しいと
いうことはよくわかるが、その経過の中で小さ
な政府ということで、行革の中で一本化したも
のを再度また分割するには、それなりの理由が
必要になってくると思う。

いろいろ日医にも問い合わせをしたが、分割
案が出てきて、それが引き込まれた時点で日医
としては検討する予定だったが、その検討を一
時凍結したということで、今、日医としても意
見は集約していないということである。

先生の意見はそういう状況の中でも、きちっ
とした意見を日医も言うべきだし、それ以上に
沖縄県医師会としても日医に提言をすべきだと
いう意見だが、私自身、残念ながら先生のご意
見には今のところ、すぐに答えることはできな
いところである。

医師会の中でもその問題については検討して
いきたいし、それから皆さんの意見も十分聞い
た上で医師会の態度を決めていきたいと思う。
また、日医が決める前に、あるいは医師会とし
て前もって意見を言うということが必要になる
かもしれない。そういう時期がきたら、先生の
意見もぜひご提案いただき、沖縄県医師会とし
て提案していきたいと考えている。

ただ、先生が言うように、今、日医に何か提
言するということは残念ながら考えていない。
○中田代議員 決して日医にすぐ提言しなさ
いというつもりではない。ただ、今、時代の流
れが非常に速いため、常在戦場というか、臨機
応変にやっていかないといけないだろうという
意味で出させていただいた。
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第19回沖縄県医師会県民公開講座
ゆらぐ健康長寿おきなわ

～健診受けてちゃーがんじゅう～
理事　玉井　修

去る7月25日（土）、パシフィックホテル沖
縄において、標記公開講座を開催致しました。

沖縄県の特定健診受診率は26％と決して良
くはありませんが、他府県が基本健康診査の頃
よりも軒並み受診率を落としたため相対的な比
較をすると全国23位となります。受診率全国
ワーストのレッテルは返上できましたがこれは
保険者の積極的な受診勧奨の呼びかけと、沖縄
県医師会が締結している集合契約によって市町
村が特定健診に取り組みやすい環境を整えてい
るという事が大きな要因だと思われます。昨年
暮れから春まで、特定健診の集合契約に関して
は何度も暗礁に乗り上げました。沖縄県医師会
事務局と一緒に、それこそ胃のキリキリ痛むよ
うな調整会議を何度も切り抜け、その度に「こ
の集合契約をどのような形でも守ることができ

たら我々は胸を張っていい！」と励ましあって
何とか集合契約まで漕ぎつけました。

今回こうやって特定健診に関しての県民公開
講座を開催する事ができ、感慨無量でした。県
民に良質な特定健診を提供するために様々な立
場の、多くの人が大変な努力をしています。多
くの関係機関が特定健診というプロジェクトに
悪戦苦闘しながら一緒に汗をかいています。も
う駄目だ、と思ってからの一踏ん張り、決して
諦めない気持ちの大切さを学びました。

県民公開講座に集まった多くの県民を見なが
ら思いました。対外広報のこの様な活動も常に
県民の側に発想の根本があるべきだと。沖縄県
医師会は県民と伴に歩むという姿勢を具現化す
る場として県民公開講座はあるべきだと思いま
した。
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講演の抄録

1 県民の健康の現状について
本県における県民の健康に関連する状況は、

どのようになっているのでしょう。
○健康長寿おきなわとして誇れること、（ ）

内は、反面、誇れないこと
・女性の平均寿命が日本一（しかし、伸び率

は全国を下回っている。）
・子どもの出生率が日本一（しかし、低体重

児出生率は非常に高い。）
・たらい回しの無い救急医療提供体制が構築

されていること
○課題となっていること

・男性の平均寿命が全国26位（平成17年は
25位）に転落

・男女とも肥満やメタボリックシンドローム
該当者が非常に多い。

・糖尿病の死亡率は、男女とも全国一高く、
糖尿病腎症で人工透析に移行する人も非常
に多い。

・健診受診率が非常に低く、また、健診で異
常値が出ても医療機関に行かない人が全国
一多い。

上記の例は、主なものですが、本県は、健康
課題の結果の現れとして、老人医療費の中で入
院割合が全国一高いことが厚生労働白書（19
年版）で指摘されています。復帰直後まで医療
提供体制が脆弱な状況を経ながら、高齢者や先
人の方々が苦労を重ね造り上げてきた「命どう
宝の島」は、「健康長寿おきなわ」のブランド
名で全国に発信され、観光立県沖縄をはじめ
様々な分野に貢献してきております。

しかしながら、現状は、健康課題がますます
増えている状況であり、県民一人ひとりが健康
の保持増進を図りながら、子や孫にも「健康長
寿おきなわ」のブランドを維持・継承していく
ことが求められております。

２　今後、我々がすべきことは何でしょう。
本県の男性の平均寿命が大きな課題となって

いますが、実は男性の65歳以上の平均余命は、
未だ全国一位を保っており、40歳で全国20位と
急激に低下していることが大きな問題なのです。

また、メタボリックシンドロームの該当者や
予備群の者が男女とも多いことは、生活習慣病
の発症リスクが高いことを示しております。

このことから、生活習慣病を発症する割合が
高い40代以上の壮年期等の方々に対して特定
健診、がん検診等の受診率向上を図ることが重
要な対策になります。

一方、健康課題が増えている中で、本県にお
いては国民生活基礎調査で「健康だと思ってい
る。」人が日本一多いとされています。これは、
病気が悪くなっても「たらい回しをしない医療
により、いつでも治してくれる。」と思ってい
る人も多いのではないでしょうか。

今、治療の放置等により入院する割合が多
く、そのことが医師や看護師等の加重労働に拍
車をかけています。

「健康長寿おきなわを維持・継承するため

本県における健康の現状
～健診受診への一歩は、あなたの健康への大きな一歩～

沖縄県福祉保健部 医療制度改革専門監
平　順寧

昭和52年　琉球大学保健学部卒業　
昭和52年　県庁へ入庁
昭和59年　中央保健所勤務

以降、コザ、石川保健所、本庁で勤務　　　　　　　　　　　　　　　
平成19年　福祉保健部医療制度改革専門監
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に」、また、「たらい回しをしない医療提供体制
を維持するため」にも、県民一人ひとりが毎年
１回の健診を受けて、身体チェックを行い個人
毎に応じた食生活や運動習慣をつけること、治
療が必要な場合は、重度な状態にならないよう
に早期に受診することが重要です。

このようなことを踏まえ、医師会、国保連合
会、県、市町村では、連携を深めながら、県民
への普及啓発を推進しております。また、県内
の多くの医療機関が特定健診等の協力機関とな
り、「県民が県内のどこでも健診が受けられる
体制づくり」を構築してきました。

健診には、集団健診と個別健診があります。
集団健診は、市町村が各地区毎に年に１～２

回の頻度で実施しております。
集団健診は、特定健診、長寿健診、がん検診

等いくつかの健診等が同時に受けられるメリッ
トがあります。（市町村によって同時に受けら
れる健診の種類が違います。）

また、集団健診の日に都合がつけられない方
は、地域の特定健診等の協力医療機関で個別健
診が受けられます。

個別健診の医療機関では、平日の診療時間内

１．沖縄県の特徴
全国から沖縄の位置を見てみましょう。

○生活習慣病に関係あるデータ
４年毎に行われる国勢調査の結果をもとにし

た、都道府県別飲食店数（企業調査）、家計調
査という統計データで見ると、

・飲食店数の全国統計で、ハンバーガー店
舗、バー・ビアガーデンが全国第1位

・しかし、料亭は全国一少ない
・かつお節、ベーコン、にんじんの消費量が

全国一多く、油の消費は第3位
○健診

・昨年から始まった特定健診の受診率は
26％で全国23位（全国平均）

しかし、国は健診受診率65％と高い目

「健康」の判断をあなたは何でしていますか？
～沖縄県の特定健診は、慢性腎臓病の判断もできます～

沖縄県国民健康保険団体連合会 事業課長補佐
新里　成美

昭和63年　県立南部病院勤務
平成 2 年　西原町役場勤務
平成 5 年　沖縄県国保連合会勤務

であればいつでも、さらに待ち時間も短く受け
られるメリットがあります。

個別健診の医療機関は、玄関口に「特定健診
できます」や「長寿健康診査できます」又は

「がん検診できます」等のステッカーが貼られ
ていますので、確認しましょう。

「県民一人ひとりが」「周りの人にも声かけ
て」みんなで健診を！、そのことで子や孫にも

「健康長寿おきなわ」の誇り、良さを維持継承
しましょう！



2009沖縄医報 Vol.45  No.9
報　　告

－29（969）－

標を掲げています。目
標が達成できないと、
後期高齢者支援金が
10%加算されます。今
の現状で試算してみ
ると、沖縄県全体で
19 億円という莫大な
お金を納めないといけ
なくなります。

このお金は誰が払
うのでしょうか？…
…そうです。皆さん
の保険料になります。

○医療費と介護費
・なんと１人あたり老

人医療費が 100 万円を超えてしまいまし
た。介護保険が始まった頃は、78 万円で
したので、22万円も増えています。

・介護費も全国第３位で、医療費と介護費を
足し算すると、１人平均130万円もかかっ
ていることがわかります。

○透析患者数
・沖縄県は透析を受けている方が、現在

3,886名で全国で第５位です。
今から 25 年前は 700 名ほどでしたが、

年々右肩上がりに伸びている状況です。
○医療のかかり方

・外来受診率が全国最下位で、入院受診率が
高い。普段は病院へかからず、重症化して
病院へ行くのでしょうか？

また、65 歳以下の若くして亡くなる方
が、全国で男性1位、女性5位で、働き盛
りの稼ぎ手が亡くなっています。

２．沖縄県の特定健診　　　　　　
昨年から始まりました特定健診、ご存知でし
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平成 20 年から全国で始まった特定健診は、
生活習慣病を減少させるために健康診断と保健
指導がセットになっており、生活習慣の改善が
最終ゴールです。生活習慣病とは、好ましくな

い食習慣・運動習慣・飲酒習慣・喫煙習慣・
睡眠などの生活習慣が原因で発症し、進展する
病気の群を指し、慢性疾患として身近な高血圧
症、脂質異常症、糖尿病などが代表的なものと
してあげられます。これらの疾病は、重症にな
らないと殆ど自覚されないため、予防的な対策
が重要です。予防的な対策とはまずは生活改善
で、具体的には減塩、間食を減らす、偏食をし
ない、油分を摂り過ぎない、腹八分を守る、ウ
ォーキングなど軽い運動を始める、禁煙を実行
する、休肝日を作る、睡眠を充分にとる、など
があげられます。

しかしながら、長年繰り返されてきた生活習
慣を変えるということは容易なことではありま
せん。その理由は、一つには生活習慣病が気づ
かれにくいため、生活を改善しようという意識
が湧かないことがあります。物事に対する意識
の変化の段階には5段階あり、無関心期、関心
期、準備期、実行期、維持期に分かれますが、
無関心の状態にある人にいくら生活改善を促し
てもなかなかうまくいきません。無関心期には
情報提供をしてまず関心を持ってもらうこと、
関心期には変化を動機付けること、準備期には
具体的活動を計画・支援すること、実行期・維
持期には持続的な活動を見守って励ますことな
ど各段階に応じた支援が必要となります。理由
の二つ目に、生活環境が常に人々の生活習慣に
悪影響を及ぼしていることがあげられます。例
えば、忙しすぎて時間的なゆとりがない場合
や、逆に便利な生活を享受しすぎることは、運
動不足、過食、アルコールの多飲、睡眠不足な
どの好ましくない習慣につながります。

それではこのような状況で、生活改善を意識
するためにはどうすれば良いのでしょうか。そ
れには特定健診を大いに利用することです。特
定健診を受診し、その結果を自分の生活習慣と
関連付けて充分に理解することが生活改善に最
も大きなきっかけとなります。必要な人には保
健師、栄養士、運動療法士による具体的な生活
改善のアドバイスがなされるため、実行期・維
持期の持続的な変化が期待できます。「健診受

特定健診で生活改善

那覇市医師会 生活習慣病検診センター 所長　崎原　永辰

昭和62年　秋田大学医学部医学科卒業
琉球大学医学部　脳神経外科

平成 8 年　デンマーク・コペンハーゲン大学留学
平成13年　那覇市医師会　生活習慣病検診センター　副所長
平成21年　那覇市医師会　生活習慣病検診センター　所長

・日本脳神経外科学会専門医
・日本医師会認定産業医
・日本人間ドック学会専門医

ょうか？受診券が手元に届いていますか？
生活習慣病は、ほとんどの場合、自覚症状が

ないまま進行します。自覚症状が出たときに
は、病気がかなり進行している状況です。

特定健診は、「自分の今の身体の状態を知る」
大切な検査です。また特定健診の検査項目は、
全国統一(標準化)されていますが、沖縄県の特
定健診は、上記で見てもらった実態を踏まえ
て、慢性腎臓病も判断できる検査（血清クレア
チニン、血清尿酸、尿潜血）項目を入れ込みま
した。

腎臓の能力をみるために、大切な指標となる
「GFR（腎臓の能力）」という言葉があります。
是非覚えて下さい。家族にも近所の方にも教え
て上げて下さい。

腎臓の能力が100%だとGFR100、60%しか
ないとGFR60になります。

あなたの腎臓の能力(GFR)はどの段階でしょ
うか？特定健診を受ければ、判断できます。
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はじめに
「がん」は恐いというイメージが強いもので

す。しかし、事実は違います。どのような病気で
も、早期の病気は治ります。進行した病気が手
強いのは事実です。医学は、診断技術も治療技
術も着実に進歩しております。「検診と健診」に
より、治る段階での病気の発見に努めましょう。

検診と健診
「検診」は、特定の病気を発見し、早期に治

療を行うことが目的です。がん検診やアスベス
ト検診、糖尿病検診などがあります。

「健診」は、健康状態を確認し、健康上の問
題がなく、社会生活が正常に行えるかどうかを
判断します。学校健診や就職時健診などがあり
ます。

がん年齢に達してからは、がん検診とかかり
つけ医による健診（健康チェック）の両者が必
要です。

がん検診の基本的な条件
（１）そのがんになる人が多く、また死亡の重

大な原因であること
がん検診の対象者は健康な人です。頻度の

少ないがんは検診の対象にはなりません。
（２）検診で、そのがんによる死亡が確実に減

少すること
早期発見・早期治療により死亡する可能性

を減少させることが目的です
（３）がん検診を行う検査方法があること

多くの人を対象として、安価で簡便に行う
検査方法があること。

（４）検査が安全であること
健康な人に行う検査であり、偶発症の可能

性が低い検査法が必要です。
（５）検診の精度が高いこと

治る可能性の高い段階で、正確に見つける
ことのできる検査法が適している。

（６）発見されたがんの治療法があること
効果的な治療法が確立されたがんが対象と

なります。
（７）総合的にみて、検診を受けるメリットが

デメリットを上回ること

早期発見・早期治療の
ための「がん検診」

国立病院機構 沖縄病院院長　石川　清司

昭和49年　岡山大学医学部卒
日本外科学会認定専門医・指導医
日本胸部外科学会認定指導医
日本呼吸器外科学会認定指導医
日本がん治療認定医機構暫定教育医
琉球大学医学部臨床教授

けてちゃーがんじゅー」のためは、まず健康診
断を通じて健康に関心を持ち、自己管理能力を
醸成していくのが最も近道であると思います。
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上記の条件で、明らかにメリットが大きい
と判断されると検診に適している。

科学的根拠のあると考えられる検診方法
（１）胃がん・・・・・・胃Ｘ検査
（２）子宮頸がん・・・・細胞診
（３）乳がん・・・・・・視触診とマンモグラ

フィー併用
（４）肺がん・・・・・・胸部Ｘ線、喫煙者は

喀痰併用
（５）大腸がん・・・・・便潜血検査、大腸内

視鏡
（６）肝がん・・・・・・肝炎ウィルス・キャ

リア検査

早期発見による縮小手術
（１）胃がん・・・・・・内視鏡下粘膜切除
（２）子宮頸がん・・・・頸部円錐切除

（３）乳がん・・・・・・乳房温存療法
（４）肺がん・・・・・・胸腔鏡下部分切除、

区域切除
（５）大腸がん・・・・・内視鏡下切除

「がん」に関する常識のウソ
×症状がないので精査は必要ない
×高齢者の「がん」は進行が遅い
×手術・放射線・抗癌剤は恐い
×免疫療法で「がん」を治す
×毎年、検診を受けているので安心

むすび
症状の無いうちに病気（がん）を見つけまし

ょう。
正しい情報を得て、「検診」と「健診」でも

って長寿の恵みを手に入れましょう。
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○玉井座長 皆様お疲れさまでした。
みなさん、本日は思いの丈は語れましたでし

ょうか。
○平専門監 15分の講演では限界があるな
と感じましたが、本県が危機的な状況であるこ
とや、専門家しか知らないことを県民に伝えら
れたのではないかと思います。

例えば糖尿病の問題などは初めて知った人が
多いのではないかと思います。

女性は平均寿命が日本一といわれています
が、実際には沖縄の女性も糖尿病による死亡率
が日本一高いことや、メタボの問題、老人医療
費が入院費に偏っていることなど、どんどん知
らしめていく必要があると思っております。
○新里氏 制度の話や統計データは市町村に
出しっぱなしなので、住民に周知するのに非常
に良い機会だったと思います。
○崎原先生 自分が伝えたかったことは、生
活習慣病というのは自己管理がキーワードであ
るということです。その自己管理をさせるため
には、自分の身体がどうなっているのか、現状
がどうなっているか、健診がどうなっているの
か、その健診の内容のどこをみているのか、も
っと県民の皆さんに理解していただき、そして
自己管理能力をもっと付けていかなければ克服
できない性質のものであるということを伝えた
かったのですが、それがうまく伝わったかわか
りません。
○石川先生 今日は常識と思われていること
について、実はそうでは無いということを話し
たかったので、それは充分に伝えることが出来
たと思っております。

症状が無いので精査を受けなかったという発
言で印象に残っているのが、看護師さんなんで
す。この影だったら去年もあったのではないか
と聞いたら、確かにあったが健康に自信があっ
たので精査を受けなかったというんですね。結

局1年でⅢ期になってしまっていて気を付けな
いといけないと感じております。
○玉井座長 今日は県福祉保健部から奥村啓
子部長にもお越し頂いておりますが、いかがで
したでしょうか。
○奥村部長

私も初めて参加させ
ていただいて、個人的
にも非常に勉強になり
ました。というのは、
こういう仕事をしてい
ながら、基本的な知識
がなかったんですね。

本日の講演では、私にとっても新しい発見でし
た。是非ともこういう機会を何回も持って、地
道に広く県民に伝えていくことをしなければい
けないと思っております。より多くの県民に沖
縄県の実態や健診の必要性を周知する必要があ
りますし、マスコミを通して訴えることができ
ればと思います。

また、沖縄県は自分が健康であると思ってい
る人が一番多いという話や、いわゆるカメーカ
メー攻撃からもわかるように、人をもてなした
いという思いは良いことではありますが、一方
では肥満などのいろんな弊害が出てきます。こ
の意識をどうやって変えていくかが今後の課題
と言えます。

それと、県庁の職員で健診で要検査となる方
が結構いるんですね。この職員を受診させるこ
とが、管理者の業務なのですが、それがなかな
か受診に結びつかないんです。県庁の中でも非
常に多いのではないかと思い、県庁を一つの職
場とみて、県民に対する業務もしながら、福祉
保健部を中心に県庁職員の健康管理を行って健
診にも結びつけていきたいと思っています。
○玉井座長 上原先生どうでしょうか。

座談会～県民公開講座を終えて～
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○上原国保・健康増進課長
県民の健康づくりの

指針（健康増進計画）
として、平成 14 年に

「健康おきなわ 2010」
を策定しましたが、26
位ショックの後見直し
をして改善していない

部分もあったため、「健康おきなわ21」の改訂
版が新たに昨年3月に策定されました。

この中には、9ヵ条を入れ込んであって、そ
の中には「1日一回の体重測定」や、「がんばり
すぎずに適度な運動」という項目が入っていま
す。その他7種類の小さなリーフレットを作っ
ています。崎原先生が本日おっしゃっていた、
仕事があまりにも長すぎてメンタルヘルスにも
影響するといった内容も含まれています。

このような媒体を使いつつポピュレーション
アプローチを行っていくことも大切ですし、特
定健診では、ある程度ハイリスクアプローチで
選び出した人にどう関わっていくかが重要です。

私達は、今年の4月から国保と統合され、国
保・健康増進課となりましたが、医療制度改革
専門監がいて健康づくりと特定健診がうまく連
動して、できるだけ医療から予防できる健康づ
くりへもっていきたいと思っています。

我が課では、ラジオ体操をやっています。知
事も6階に部屋があるんですが、階段を上り下
りしております。その場面に何度も出くわし
て、知事も本気で取り組んでいることを感じて
いるものですから、私達も県民として本気で県
民のためにやらないといけないと感じています。
○玉井座長 沖縄タイムスの上原さんいかが
でしょうか。
○上原編集局長

今日は健診がテーマ
ということで、これま
での心の病や肥満など
にくらべて入りがどう
かと心配していました
が、実際見てみると席

が埋まってましたので、やはり県医師会の公開
講座はすっかり県民に定着していることを感じ
ております。

タイムス社では、35歳以上はすべて人間ド
ックを受けるようになっていますが、受けない
人がいるんですね。ほとんどが管理職なんです
が、嘱託の看護師が名指しでメールを送って受
けるように言ってはいますが、それでも受けま
せん。いろいろ聴いてみると、受けない理由が
2つあって、「過信」もあるんですが、一番多い
のが「怖い」という理由からなんです。受けて
何かでたら大変なことになるから怖くていかな
いということなんですね。その方々を無理矢理
行かせるようにはしていますが、中々難しい点
がありますね。

それから、健診が自己管理のきっかけになる
というお話がありましたが、自分の健康づくり
のきっかけになるんだということさえ知れば、
大きな成果になるし、今日参加された方から口
こみで、「まずは受けてみたらいいよ」という
ふうに広まれば、成功ではないかと思います。
当然我々は紙面で展開していきたいと思います
し、もっと軽い気持ちで受けていいことと、そ
れでいながら健診は大きな意味を持つというこ
とを伝えていきたいと思います。
○平専門監 市町村も焦燥感があって、一生
懸命がんばっているのになぜ受診率があがらな
いのかわからない。一生懸命やっていることが住
民に伝わっていない可能性もありますが、何が
原因なのか調べないといけないと思っています。

そのようなことから、実は今年これらの調査
をしようかと計画しています。いままで、国民
生活基礎調査等で訊いてはいますが、根本的な
対策ができないか、検討していきたいと考えて
います。
○上原国保・健康増進課長 玉井先生が前に
書かれていましたが、血圧の薬など沢山出され
ると、患者さん本人は飲みたくないと思ってい
るし、隣りのおばちゃんに「飲まないほうがい
いよ」と言われるとドクターよりもその人の言
うことを信じてしまう。逆に言えば、ドクター



2009沖縄医報 Vol.45  No.9
報　　告

－35（975）－

（45歳・男性・自営業）
① 初めて講演会に参加しました。話の内容はとてもわかり易かったです。参加者をみると高齢者が多く中高年の人が

少ないように思えました。
② もっと若い人が参加できるようにしてほしい。健診を受けてほしい年代の参加者が少なく、もっと頑張ってほしい

です。

（71歳・女性）
①今回で2回目の参加になります。パネルでの説明はわかりやすく、大変参考になりました。
②今後も、今のように公開講座を継続していただきたい。

（70歳・女性）
① 健康で長生きを目標にしています。人間ドックの結果の数値に敏感で、前年度とすぐ比較しています。早期発見も

心がけています。
② 新聞を通して知りました。今後も続けていただきたいと思います。

当日お越しいただいた方々の中から、数名の方にインタビューをさせていただきましたので、その
中から下記のとおり3名の方のご意見・ご感想を掲載致します。

本会の広報活動にご協力いただきまして、誠に有難うございました。
インタビュー①：
本日の講演会に参加されての感想をお聞かせ下さい。
また、今後の日常生活でどのような事に気をつけようと思いますか。

インタビュー②：
医師会への要望をお聞かせ下さい。

よりも影響力があるおばちゃんに口こみで「行
って良かった、行くべきだよ」と言わせるよう
な働きかけをしていきたいと思います。沖縄で
は、おばちゃんパワーはすごく強いですよね。
○玉井座長 「一緒に健診をうけましょう」
といって行くのがユイマールですよね。ユイマ
ールをはき違えて、よけいなお節介をするので
はなく、本当の意味でのユイマールを実行して

ほしいと思います。
○上原国保・健康増進課長 水は飲ませられ
ないけど、川までは連れていけるのが“おばち
ゃん”の役割ですよね。
○玉井座長 あらゆる手段をつくして特定健
診の受診率を上げていきたいと思います。本日
はありがとうございました。
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去る平成21年7月16日（木）14時より本会
会議室において、今村　聡日本医師会常任理
事、伊藤和政トーマツコンサルティング（株）
中小企業診断士をお招きし、新公益法人制度の
概要並びに申請移行の実務等についてご講義い
ただいたので下記のとおり概要を報告する。

説　明
今村　聡日本医師会常任理事
○改革の目的
今回の公益法人制度改革の目的は、①民間に

よる公益の増進、②従来の公益法人制度の問題
点を解決することである。

※実質的に公益性の薄れたものや営利法人と
同様な活動しか行っていないような団体も
存在し、補助金や行政からの業務委託への
極端な依存体質や単なる天下りの受け皿機
関になりさがっている団体が多いなどの指
摘を受けて、国民による非営利活動の発展

を推進するために抜本的な改革を行う。

○新制度への移行の概要
平成20年12月1日より、それまでの社団法

人・財団法人（民法34条の公益法人）は特例
民法法人となり、平成25年11月30日までの
期間に、公益社団・財団法人または、一般社
団・財団法人への移行手続きを行わなければな
らない。この移行期間終了までに申請を行わな
かった場合、または申請が認可されなかった場
合はその法人は解散とみなされる。

○公益認定の基準
Ⅰ）公益目的事業比率
＝公益目的事業の事業費が当該法人全体で発生

する費用の50％以上を維持しなければなら
ない。
※公益と収益・共益事業を半々に受け持って

いる職員がいる場合、その人件費の半分を

新公益法人制度説明会

常任理事　真栄田　篤彦
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公益目的事業費に入れることができる。
※ある目的のために積み立てている積立額、

自己所有の土地を使用して公益事業を実施
する場合にその土地を借用した際に想定さ
れる賃料、ボランティアの人件費、奨学金
がある無利息・低利融資の費用も公益目的
事業費に入れることができる。但し、一度
公益目的事業費に組み込んだら、外すこと
はできない。

Ⅱ）遊休財産規制
＝目的の決まっていない財産（遊休財産）を持

ちすぎてはいけない。
※1年分の公益目的事業費の額を超えてはな

らない。

Ⅲ）収支相償
＝公益目的事業に係る収入がその事業の費用を

超えてはならない。
※原則儲けてはいけない。但し、多少の利益

を公益目的に使用することが認められる場
合もあるが、公益事業で出した利益を医師
会の財源に充てることはできない。

※この判定は二段階で行われ、事業ごと（医
師会病院、訪問看護ステーション、老人保
健施設etc：各事業が関連することが説明
できる場合は一つの事業として括ることが
できる）と、事業全体で収支相償が成り立
っていることが必要。

Ⅳ）公益目的事業財産の贈与
＝万一、公益認定を取り消され、または返上し

た場合、公益目的事業財産の残額を1ヶ月以
内に他の公益団体、国・地方公共団体に贈与
しなければならない。
①公益目的事業から生ずる収入は全て公益目

的事業に使わなければならない。
②収益事業等から生ずる利益は2分の1以上

を公益目的事業に繰り入れなければなら
ない。

③医師会などの会費収入は、使途を特定して

集めた会費はその特定の事業に充て、使途
を定めていない一般的な会費は2分の1が
公益目的事業の収入とする。

④特例民法法人からの移行時に公益目的事業
に使っている又は使うことが決まっている
財産はその旨を明示する。

○一般法人への移行と公益目的支出計画
一般法人へ移行する場合、移行登記を行った

時点における公益目的財産額を、計算上一定の
期間において公益目的のために段階的に使い切
る計画を立てなければならない。（これまで公
益法人として税制上の優遇等の恩恵を受けて積
み上げた財産であるため、公益のために使用し
なければならないという考えから）その期間は
独自で決定できる（100年でも可能）が、財産
額を使い切るまでの期間は「移行法人」扱いと
なり、毎年財産額の報告を行政にしなければな
らない等ある一定の制限を受けることになる。

支出計画の作成にあたっては、現在主務官
庁が「公益」と認めている事業（継続事業）に
おける赤字事業、また今後の公益認定法に定
める公益目的事業にあたる赤字事業、公益目
的の寄付等を合算しこの金額で財産額を割り
算してその期間を設定すれば良いことになって
いる。なお、将来別の事業が赤字になっても、
後から公益目的支出計画に追加することは認
められない。

○公益目的事業
＝A 学術、技芸、善意その他の公益に関する

23の事業に掲げる種類の事業であって、
B 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与す
るもの
医師会については、Aは問題にならないと考

えられるが、問題となるのがBであり、この抽
象的な表現を具体的に17の事業に区分したチェ
ックポイントが内閣府より示された。しかしな
がら、医師会共同利用施設がこの中に含まれて
いないため、公益認定等委員会事務局による現
場の視察、ヒヤリングを行った結果、開放型病
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院、介護老人保健施設、訪問看護ステーション、
地域包括支援センターについては無条件ではな
いが公益性について一定の理解を示している。

臨床検査センター、健診センターについて
は、民間と違う点を示さなければならない。

公益性を判断する際の一般論として、①不特
定多数の利益増進への寄与を明示、②受益の機
会の公開（開かれた方法での開催の周知）、③

「質」を担保する仕組み（専門家が講師である）、
④特定の者の利益になっていない（講師への謝
礼が過大でない）をクリアしているかがポイン
トとなる。

○公益目的事業の注意点
公益法人を目指す場合、公益目的事業比率だ

けが重要ではない。
公益事業から生じた収益は、他の事業や管理

費の財源に回すことができないが、公益事業は
収支相償でなければならないため、事業の大部
分を公益事業としてしまうと管理費不足を生じ
る可能性がある。

また、医師会事業の大部分を公益事業として
おくと、公益認定を取り消された場合に失う財
産のリスクも高まることになる。

しかし、公益目的事業比率をギリギリ50％
以上の状態としておくと、例えば行政からの補
助事業が減少したときに、50％を割り込んで
しまうこともあり得る。

○収益事業の注意点
公益法人が、公益性が認められない収益事業

を行う場合には、利益の50％以上を公益に繰
り入れる義務がある。しかし、公益目的事業の
収入が多くなりすぎ、収支相償が成立しなくな
ることがないようにしなければならない。また、
従来、収益事業の利益を全額管理費としていた
場合、50％を公益事業に繰り入れた結果、管
理費に不足が生じないかどうかも検討しなけれ
ばならない。

さらに、赤字体質の収益事業を継続し、赤字
がどんどん増加することで医師会の運営に不都

合が生じ、結果として公益事業が行えなくなる
ことがないようにしなければならない。

○機関設計・定款
（1）機関設計

・社団法人には、社員総会の他、業務執行機
関としての理事を少なくとも1名は置かな
ければならない。

・理事会を置く場合、理事は3名以上必要
・公益法人の場合、理事会の設置は必須
・理事会を設置する場合と会計監査人を設

置する場合には、監事を置かなければなら
ない

代議員制度＝内閣府は、一定の要件を充たすこ
とで、以下の考え方による「代議員制度」の導
入を認めた。

・法人法上の「社員」を「代議員」とし、
「社員」たる「代議員」の選出を、選挙
権・被選挙権をもつ「会員」が行うことと
する。

・社員たる「代議員」が構成する「代議員
会」は、法人法上の「社員総会」となる。

※なお、現在、各都道府県医師会における
代議員会では、日医会員ではない代議員
によって日医代議員が選出されている例も
あるが、今後はこれを変えていかなければ
ならない。各郡市区医師会においても同様
である。

○代議員制を採用するためには、以下の5要件
が定款に定められていることが必要
①「社員」（代議員）を選出するための制度

の骨格（定数、任期、選出方法、欠員措
置等）

②各会員について、「社員」を選出するため
の選挙（代議員選挙）で等しく選挙及び被
選挙権が保障されていること。

③「社員」を選出するための選挙（代議員選
挙）が理事及び理事会から独立して行われ
ていること。

④選出された「社員」（代議員）が責任追及
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の訴え、社員総会決議取り消しの訴え等法
律上認められた各種訴権を行使中の場合に
は、その間、当該社員（代議員）の任期が
終了しないこと。

⑤会員に「社員」と同等の情報開示請求権を
付与すること。

理事＝理事会設置型法人において、理事会を構
成。責任が従来より過重された。

（善管注意義務、忠実義務、法人への損害賠償
責任等）

（※代表理事（会長）、業務執行理事（副会長・
常任理事）が業務を執行する）

理事会＝業務執行の決定。理事会の職務の執行
の監督。理事の中から代表理事、業務執行理事
を選定・解職（※理事は社員総会（代議員会）
で選任される）

※議決に加われる理事の過半数が出席し、そ
の過半数をもって行う。この場合の代理出
席や書面による決議は認められない。

監事＝理事の職務執行を監査。各事業年度の計
算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書
を監査。職務義務違反、職務怠慢等の場合、会
計監査人を解任できる。

この計画の作成にあたっては、現在実施中の
事業の中で黒字の事業は除くことができる。

※医師会が公益認定を受ける場合は、役員の
選任に以下の制限がかかる。
・他の同一の団体（公益法人等を除く）の

理事（監事）・使用人等相互に密接な関
係にあるものが理事（監事）総数の3分
の1以内

※政治連盟、医師協等との役員構成につい
て注意が必要

税法上の非営利一般法人（税法上の収益事業の
み課税）となるために必要な定款への記載事
項＝

○非営利性が徹底された法人
①定款に剰余金の分配を行わない旨の定めが

あること
②定款に解散時の残余財産が公益法人等の一

定の公益的な団体に帰属する旨の定めがあ
ること

③①または②の要件にある定数の定めに違反
した行為を行ったことがないこと

④理事及びその親族等である理事の合計数が
理事の総数の3分の1以下であること

※以上の、説明を踏まえ、今村常任理事から
次のようなコメントがあった。
はじめに公益に行くか、一般に行くかを決

めるのではなく、現在の医師会事業ひとつひ
とつを公益事業かそうでないのか見極め、法
人として税制面も考慮しながら、今後維持し
ていけるのか、また、今後新たに事業を行う
場合にそれがどう影響するか将来のことも含
めて最終的に法人形態を決めるべきである。
しかし、公益法人と一般法人（非営利）の

税制のメリットを比較した場合、寄付金の面
で公益は優遇されるが、現に医師会が寄付を
もらって事業を実施するということは殆どな
いので、税制面では公益も、一般（非営利）
も変わらない。
公益法人を維持するためには、経理面の事

務上のチェック作業が増えることから、専従
の職員1～2人の増員が必要となると言われ
ている。
決算で、公益目的比率がクリア出来なかっ

た場合、公益認定が取り消され、1ヶ月以内
に公益目的事業財産の残額を、他の公益団
体、国・地方公共団体に贈与しなければなら
ない。以上のこと等も考慮する必要がある。
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印象記

常任理事　真栄田　篤彦

新公益法人制度説明会を開催して、各地区の会長や事務局長その他関係者の多くの皆様方に参
加してもらいました。日医の今村聡常任理事と福岡にあるトーマツコンサルティング株式会社の
伊藤和政氏のお二人に講師としてご説明を頂き、その後に多くの質問や疑問等について解説をし
てもらいました。

個別に直接データを提示しながらの説明も受けられて良かったと思います。県内の地区医師会
の担当者の方々も今回の説明会で新公益法人制度についての概容・詳細をご理解できたものと考
えております。

最終的には平成25年11月30日付けで変更受付が締め切りになるわけですが、公益社団法人
は、変更後は一般社団法人には再変更できませんが、一般社団法人に制度変更した場合は5年間
の移行期間終了後でも公益認定を取得することは可能とのことです。各地区医師会はそれぞれの
医師会事業を一つひとつ検証して、正確に判断を下してから検討する必要があるとの事ですが、
日医としては、一般社団法人を選ぶにしても「非営利性が徹底された法人」を選択していただき
たいと話していました。

期限についても、混乱を避けるためにはなるべく2年前（平成23年）までには事務作業を終了
して余裕をもって申請したほうが望ましいという事でした。

各地区医師会での理事会で充分ご検討して又、事務方もその資料作成でご苦労すると思われ、
今後も種々疑問・質問等が生じると思いますので、日医やコンサルティング会社等の指導を受け
ながら進めていってもらいたいと考えています。
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第1号議案
平成20年度決算書類承認の件
Ⅰ．事業活動の概況に関する事項
1．平成20年度における主要な事業内容・事業

の経過及びその成果
（1）組合及び組合員をめぐる経済・経営状況

平成20年度の我が国の経済動向は様々な要
素を原因とする複合的な不況の中にあり、戦
後最悪とされる厳しい環境下に置かれました。

本組合ではこの様な厳しい環境と経済情勢
の下、医師協同組合の存在の必要性を大いに
自覚し、九州医師協同組合連合会及び全国医
師協同組合連合会との更なる連携、取り組み
の強化を図り、購買、保険の各種事業におい
て一定の効果を上げることが出来ました。

（2）共同事業の実施状況
平成20年度における主な事業はカルテ・

レセプト用紙の販売を中心とした共同購買事
業と九州医師協同組合連合会、全国医師協同

沖縄県医師協同組合第18回通常総代会

沖縄県医師協同組合専務理事　真栄田　篤彦

日頃より沖縄県医師協同組合の各種事業へのご参加とご利用、誠にありがとうご
ざいます。

去る6月10日（水）に平成20年度の決算と平成21年度の事業計画に関する沖縄
県医師協同組合第18回通常総代会を沖縄県医師会館において開催し、ご承認賜り
ましたので報告致します。

開催にあたり、宮城信雄沖縄県医師協同組合理事長より、昨今の厳しい医療環境に
おいては医師協同組合の役割・意義は非常に大きいものがあり、今後とも先生方の医
師協同組合の各種事業に対する理解と協力をお願いしたいとの挨拶がありました。

通常総代会の議事は南部地区選出の名嘉勝男総代に議長役を受託いただき、進行
していただきました。

以下に報告致します。

20 4 1
21 3 31

1            5,467,251 
2   14,900,412 9,733,161

 9,733,161

20

21 5 25

( 1 )
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組合連合会の各種キャンペーン、株式会社メ
ディエントランスの医療用品カタログ通販、
OA機器消耗品の斡旋等による受取購買事業
であります。平成20年度は特にカタログ通
販事業に力を入れ、組合員への案内を積極的
に行ない、ご利用件数及び額は前年度を
30 ％上回り、今後の購買事業の核となる事
業に発展、拡大しました。

その他、生命保険、損害保険の各種商品の
案内、保険料の引去りを代行する受取事務代
行事業、ヤクルト自動販売機の紹介斡旋事業、
全国医師協同組合連合会保険手数料事業等の
受取斡旋事業についても新規開業、新規組合
加入者を中心に営業活動を推進しました。

2．業務提携等重要事項の概要
（1）大手書籍販売会社とのFAX及びWEB

での書籍発注･配送システムの構築。
平成20年度は全国医師協同組合連合会か

ら大手書籍販売会社とのFAX及びWEBで
の書籍注文･配送のシステム提供を受け、組
合員へ案内し受注を開始しました。

3．直前3事業年度の財産及び損益の状況
（当該事業年度は含まない）

4．対処すべき重要事項・組合の現況に関する
重要な事項

（1）医師協同組合への新規加入を促進し、運
営基盤をより強固にする。

（2）九州医師協同組合連合会及び全国医師
協同組合連合会との連携をより強化すると
ともに、組合員への商品供給・情報伝達を
よりスピードアップさせる。

Ⅱ． 運営組織の状況に関する事項
1 前事業年度における総会の開催状況
（1）第17回通常総代会

開催日時　平成20年5月29日　木曜日
午後7時30分

開催場所　ロワジールホテル那覇「南殿
の間」沖縄県那覇市西3-2-1

出席した組合員の数　46人
出席した理事の数　　10人
出席した監事の数　　 2人
出席方法　本人出席　19人
委任状出席　　　　　27人　
重要な事項の議決状況

第1号議案　平成19年度決算書類承認
の件（原案どおり承認）

第2号議案　平成20年度事業計画・収
支予算承認の件

（原案どおり承認）
第3号議案　平成20年度における借入

金の最高限度額決定の件
（原案どおり決定）

第4号議案　役員報酬決定の件
（原案どおり決定）

第5号議案　平成20年度における収支
予算の事業計画の範囲内
における補正ならびに流
用についての権限を理事
会に委任する件

（原案どおり承認）

2 理事会の開催状況

19 18 17

60,276,291 50,042,037 62,801,474

47,442,412 44,143,523 51,009,499

35,140,585 38,583,776 42,792,792

2,870,189 8,799,476 5,146,175

1
20 5 8   10  1 19

2
20 5 22   10  1 19

2 20

3 20 5 29   10  1

4 21 3 3 13  1
2

5 21 3 3 13  1
2



・生命保険…各種生命保険の案内及
び保険料引き去り

（10社）
・損害保険…医師賠償責任保険、所

得補償保険、火災保険、
自動車保険等の保険料
引き去り（3社）

3．受取斡旋事業
本年度の目標は5,642,000円に

設定｡

4．教育及び情報の提供事業
経営管理及び医療技術の向上

を図るための研修会（講習会･講
演会）を開催し、組合員に対し、
情報提供に資するよう企画開催し
ます。
1）講習会・研修会の開催

組合員の事業に関する講習会
に専門家を招聘し、年1回開催
します。

2）情報の提供事業
沖縄県医師会報等を通じ、組

合の取扱商品の市況情報等を組
合員に提供します。

（平成21年度沖縄県医師協同組
合収支予算一覧表掲載。）

（以上、第2号議案承認）
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3 組合員数及び出資口数の増減
（出資1口の金額10,000円）

第2号議案
平成21年度事業計画・収支予算承認の件
Ⅰ．事業計画
1．共同･受取購買事業

本年度は共同・受取購買事業の目標を
12,037,000円に設定｡

2．受取事務代行事業
本年度は、集金事務代行業務の収入を

18,455,000円に設定｡
 542 18 1  559
 599 18 1  616
 5,990,000 180,000 10,000  6,160,000

20 4   1
21 3 31

7,427,447
18,065,252
4,243,163
6,548,999 36,284,861

6,989,383

1,617,874
6,960,760

328,105

 385,900,000 3  11,578,000
 229,233,000 3  6,877,000

 18,455,000
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平成21年度沖縄県医師協同組合収支予算 収入の部　NO-２

平成21年度沖縄県医師協同組合収支予算 収入の部　NO-1
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－45（985）－

平成21年度沖縄県医師協同組合収支予算 支出の部　NO-２

平成21年度沖縄県医師協同組合収支予算 支出の部　NO-1
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第3号議案
平成21年度における借入金の最高限度額決定
の件

今年度も例年のとおり900万円とします。
（実際は予算内で執行しており、借入したこ

とはない。）
（以上、第3号議案承認）

第4号議案
役員報酬決定の件

年間414万円以内とします。
（以上、第4号議案承認）

第5号議案
平成21年度における収支予算の事業計画の範
囲内における補正並びに流用についての権限を
理事会に委任する件

事業を拡大することにより経費需要が旺盛
になる事が予想され、当初予算での適正執行
が困難な場合、予算を効果的に運用するため
流用または補正の必要が生じてくることも考え
られます。

（今日まで流用の執行をしたことはない。）
（以上、第5号議案承認）

印象記

沖縄県医師協同組合専務理事　真栄田　篤彦

この数年間は経済状況および、医療費抑制策の影響で厳しい運営をしいられている私たち医療
機関ですが、追い討ちを掛けるように平成20年のリーマンショックによる100年に一度の大不況
が発生し、医療受診の抑制などの医療環境も苦境の中にあります。

医師協同組合も保険の受け取り事務代行手数料や受け取り斡旋手数料等が昨年度より減少して
おります。厳しい運営ではありますが、少しでも医師協同組合の会員の先生方の医療環境へのお
手伝いを今後も鋭意努力して参ります。今年は新型インフルエンザが県内でも発生していますの
で、本格的な秋口から冬にかけて、迅速インフルエンザ診断キットやN95マスクなどの需要が見
込まれます。是非、医師協同組合からのご用達の程お願い申し上げます。


